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はじめに

 平成２４年２月

北陸地方建設事業推進協議会　工事施工対策部会　　

　土木工事の設計変更については、発注者と受注者とで協議の上実施しているが、両者における費用等のとらえ方

に相違がある場合もあり、適正な変更契約や円滑な施工に支障をきたしています。このため平成２０年３月に、北

陸地方建設事業推進協議会の工事施工対策部会において「土木工事設計変更のガイドライン（案）」を策定し、そ

の活用を図っているところです。

　この「土木工事設計変更のガイドライン（案）」の理解を助けるため、事例集の策定を切望されていたことか

ら、工事施工対策部会の構成機関である発注者と受注者において設計変更事例を持ち寄り、「土木工事設計変更ガ

イドライン（案）事例集」を作成しました。

　この「土木工事設計変更ガイドライン（案）事例集」は北陸地方において実際に発注された工事の、設計変更と

なった事例及びならなかった事例を集めたものですが、土木工事は千差万別の自然条件・社会条件の制約のもとで

多岐にわたる目的物を生産するものであり、必ずしも事例集と同様に変更契約できるということを保証するもので

はありません。また、ここに掲載されている事例が必ずしも全ての受・発注者共通の認識に基づくものではないこ

とをご理解願います。

　この「土木工事設計変更ガイドライン（案）事例集」を皆様の参考としていただき、引き続き事例の収集を図

り、より一層「設計変更手続きの円滑化」の推進に寄与できれば幸いと考えております。

平成３１年４月



土木工事設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)   事例集一覧　　＜設計変更となった事例＞

事例
番号

工事種別 細別 概　　要 ページ

1 護岸工事 水替工 仮設工における水替工の数量変更 P1

2 護岸工事 法覆護岸工 法覆護岸工における既設護岸との法長調整 P2
3 護岸工事 仮設工 現地条件による矢板打込工法の変更 P3
4 護岸工事 構造物撤去工 現地状況による構造物撤去工の追加 P4
5 河川構造物工事 作業構台 仮設工における作業構台の追加 P5
6 河川構造物工事 仮締切工 落差工施工のための仮締切工法の変更 P6
7 河川構造物工事 カルバート工 現地状況による据付工法の変更 P7
8 河川工事 地盤改良工 現地状況による軟弱地盤対策工の規格変更 P8
9 河川工事 護岸工 現地状況による施工範囲の変更 P9
10 樋門・樋管工事 構造物撤去工 構造物撤去工における工法変更 P10
11 樋門・樋管工事 コンクリート工 設計図書の照査による温度応力解析の追加 P11
12 砂防工事 転石破砕工 転石破砕工における騒音振動に配慮した機械変更 P12
13 砂防工事 落石防護工 落石防護工における工法変更 P13
14 砂防工事 渓流保全工 現地状況による追加施工 P14
15 砂防工事 管理用道路工 現地状況による管理用道路の工法変更 P15
16 砂防工事 資材運搬路工 現地状況による運搬車両の変更 P16
17 砂防工事 鉄筋挿入工 現地状況による鉄筋の規格変更 P17
18 砂防工事 法面工 現地状況による法面対策工の追加 P18
19 砂防流路工事 掘削工 現地状況による掘削線の変更 P19
20 砂防流路工事 護岸工 現地状況による基礎形式・根入深さの変更 P20
21 砂防流路工事 落差解消工 現地状況による落差解消工の追加 P21
22 砂防流路工事 仮設工 現地状況による仮設工法の変更 P22
23 法面工事 鉄筋挿入工 現地状況による削孔方法の工法変更 P23
24 道路改良工事 土留擁壁工 現地状況による土留擁壁工等の工法変更 P24
25 道路改良工事 根固め工 現地状況による海岸護岸工の数量変更 P25
26 道路改良工事 仮設歩道工 現地状況に適した仮設歩道の設置 P26
27 道路改良工事 仮設道路工 現地状況による工事用道路の工法変更 P27
28 道路改良工事 仮設道路工 材料入手困難による仮設道路の材料変更 P28
29 道路改良工事 仮設道路工 現地条件による仮設道路工（迂回路）の追加 P29
30 道路改良工事 安全費 現地条件等による交通誘導員の数量変更 P30
31 道路改良工事 土留工 現地条件による矢板打込工法の変更 P31
32 道路改良工事 地盤改良工 現地条件による地盤対策工の変更 P32
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33 道路改良工事 擁壁基礎工 現地状況による置換工の追加 P33
34 道路改良工事 アンカー工 現地状況によるアンカー工の工法変更 P34
35 道路改良工事 コンクリート張工 設計図書の照査による目地材の追加 P35
36 道路改良工事 既製杭工 現地状況による重機転倒防止対策工の追加 P36
37 道路改良工事 構造物撤去工 現地状況による構造物撤去工の追加 P37
38 道路改良工事 側溝工 現地状況による側溝工の規格変更 P38
39 舗装工事 路床・路体盛土工 現地状況による路床・路体の構築方法変更 P39
40 舗装工事 打換工 現地状況による打換工の工法変更 P40
41 橋梁上部工事 架設ヤード整備工 架設ヤード整備工の工法変更 P41
42 橋梁上部工事 PC片持箱桁橋工 設計図書の照査による足場工の工法変更 P42
43 橋梁上部工事 PC片持箱桁橋工 設計図書の照査による架設機械基礎の工法変更 P43
44 橋梁下部工事 掘削工 現地状況による掘削線の変更 P44
45 橋梁下部工事 掘削工 現地状況による掘削法面崩壊対策の工法変更 P45
46 橋梁下部工事 掘削工 現地状況による掘削工法の変更 P46
47 橋梁下部工事 杭基礎工 現地状況による基礎工の工法変更 P47
48 橋梁下部工事 土留工 土留工の構造変更 P48
49 橋梁下部工事 土留工 土留工の工法変更 P49
50 橋梁下部工事 土留工 土留工の工法変更 P50
51 橋梁下部工事 土留工 材料入手困難による土留工の材料変更及び支保工追加 P51
52 橋梁下部工事 杭基礎工 現地状況による基礎工の設計変更 P52
53 橋梁下部工事 杭基礎工 現地状況による基礎工の規格変更 P53
54 橋梁下部工事 橋台工 橋台工における施工数量の増工 P54
55 橋梁下部工事 仮設工 現地状況による除雪工の追加 P55
56 橋梁下部工事 仮設工 現地状況による除排雪工の追加 P56
57 橋梁耐震補強工事 土留工 現地状況による土留工の工法変更 P57
58 橋梁耐震補強工事 巻立補強工 巻立補強工の工法変更 P58
59 橋梁耐震補強工事 巻立補強工 河床掘削工の追加 P59
60 橋梁耐震補強工事 巻立補強工 設計図書の照査による巻立て工の工法変更 P60
61 橋梁補修工事 安全費 現地条件等による交通誘導員の数量変更 P61
62 トンネル工事 掘削工 現地状況による鏡吹付の追加 P62
63 トンネル工事 ロックボルト工 現地状況によるロックボルトの工法変更 P63
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64 トンネル工事 湧水処理工 現地状況による排水処理の工法変更 P64
65 トンネル工事 側溝工 側溝工の構造変更 P65
66 トンネル工事 坑口擁壁工 現地状況による擁壁工の工法変更 P66
67 トンネル工事 坑口盛土工 盛土工の構造変更 P67
68 トンネル工事 インバート工 現地状況によるインバート工の工法変更 P68
69 トンネル工事 湧水処理工 現地状況による湧水処理工の追加 P69
70 トンネル工事 掘削補助工 現地状況による掘削補助工の工法変更 P70
71 トンネル工事 ウェルポイント工 設計図書の照査によるウェルポイント工の工法変更 P71
72 公園整備工事 広場整備工 発注者の指示による追加工事の施工 P72
73 下水道工事 宅桝接続工 現地状況による宅ます接続工の工法変更 P73
74 海岸工事 安全費 関係機関協議に伴う安全対策の変更 P74
75 海岸工事 汚濁防止対策工 現地条件による汚濁防止対策工の追加 P75
76 電線共同溝工事 管路工 現場条件による施工時間の変更 P76
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土木工事設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)   事例集一覧　　＜設計変更とならなかった事例＞

事例番号 工事種別 細別 概　　要 ページ

① 護岸工事 仮締切工 仮締切工における土のう等の追加 P77
② 護岸工事 仮設工 受注者の承諾による埋戻し工の工法変更 P78
③ 河道掘削工事 準備工 共通仮設費率に含まれる伐開・除根費用 P79
④ 河川工事 仮設工 受注者の承諾による仮橋の工法変更 P80
⑤ 海岸護岸工事 被覆ブロック工 ブロック据付工法の変更 P81
⑥ 抑止杭工事 抑止杭工 材料調達困難に伴う規格変更 P82
⑦ 擁壁工事 擁壁工 ワーカビリティーを考慮したCc仕様の変更 P83
⑧ 道路改良工事 排水構造物工 仮集水桝の構造変更 P84
⑨ 道路改良工事 深層混合処理工 施工性向上のための深層混合処理工の規格変更 P85
⑩ 道路改良工事 仮設工 協議未了による敷鉄板の追加 P86
⑪ 道路工事 コンクリートブロック積工 施工性向上によるコンクリートブロック積工の工法変更 P87
⑫ 工事用道路工事 補強土壁工 補強土壁工の使用機械の変更 P88
⑬ 函渠工事 仮設工 仮設工における技術提案内容の変更 P89
⑭ 橋梁上部工事 安全費 共通仮設費率に含まれる看板設置などの安全費 P90
⑮ 橋梁上部工事 床版撤去工 施工性向上のための足場工の工法変更 P91
⑯ 橋梁下部工事 橋台・橋脚工 協議未了による工程調整（条件明示） P92
⑰ 橋梁補修工事 仮設工 受注者の承諾による足場工の工法変更 P93
⑱ 舗装工事 アスファルト舗装工 先行工事遅延による分割施工（施工効率低下） P94
⑲ 舗装工事 アスファルト舗装工 車線切廻し回数増による費用 P95
⑳ 舗装工事 土工 条件明示不足による工法変更 P96
㉑ 舗装工事 防草コンクリート工 施工性向上のためのコンクリート工の工法変更 P97
㉒ 歩道設置工事 仮設費 協議未了による除排雪工の追加 P98
㉓ 海岸工事 仮設工 仮設工における敷鉄板の追加 P99
㉔ 砂防工事 現場打水路工 受注者の承諾によるプレキャスト製品の活用 P100
㉕ 砂防工事 土工 協議未了による発生土砂の仮置き P101
㉖ 砂防工事 仮設工 施工性向上のための仮橋追加 P102
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○○工事特記仕様書の記載例
第○○条 水替工

本工事における排水ポンプは潜水ポンプ口径200mm×5台を予定しているが、受注者は排水量を測定のうえ
監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

【変更協議の要点（ポイント）】
低水護岸工事において、仮締切内で護岸基礎工のため掘削するが、その際、地下水が浸透してく

るため、仮締切からの排水いわゆる水替工が必要となった。
当初設計では、近隣現場の工事実績をもとに、ポンプ規模等を積算するが、実際には、地下水位

の変化等に伴い、排水量、日数、ポンプ規格等が異なることがある。

【経緯と変更結果】
・特記仕様書に明示してある。記載例参照
・排水量、ポンプ規格の根拠が明らかであった。

排水量は測定。
・監督職員と協議済み
・直接工事費で約12.7百万円の増額変更

排水量の三角堰による測定状況

【コメント】
・発注者は、水替工については、条件等を特記仕様書に明示することを原則とする。
・しかし、特記仕様書に具体な条件明示がない場合、現地状況が一致しない場合は、契約書１８条

第１項の三、第１項の四により、所定の協議に基づき、変更の対象とできる。

護岸工事・水替工（数量変更） 設計変更となった事例 １

【工事概要】 護岸工 L=110m、 根固ﾌﾞﾛｯｸ4t N=97個 工期H18.3.28～H18. 7.20
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【変更協議の要点(ポイント）】
○○○川○○地区において、低水護岸を新設し既設の堤防護岸に平張コンクリ－トで一体化する

設計になっていたが、現地測量の結果、新設部の計画護岸高と既設護岸が擦りあわない事が判明し
たため、新設護岸の法長を調整する必要があった。

完成写真
【経緯と変更結果】
・契約書第18条四項に基づき、下記の

内容で協議を行った結果、変更に至
った。

・新設低水護岸の計画基礎高さを重要
視し、低水護岸と既設高水護岸との景
観を考慮に入れ、嵩上げコンクリ－トで
調整した。

又、既設と新設との護岸法線も不具
合なので、嵩上げコンクリ－トでの調整
は必然的であった。

・直接工事費で約8.7百万円の増額変更

【コメント】
・発注者より、施工内容の一部変更指示を頂き施工に取り掛かったが、着手前の現地踏査と事前測
量が重要である。

護岸工事・法覆護岸工（法長の調整） 設計変更となった事例 ２

【工事概要】 河川土工 V=28,100ｍ3 護岸基礎工 L=261ｍ 法覆護岸工 A=1420ｍ2
根固工 N=290個 工 期 H21.2.5～H21.7.10

P2



【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は河川における護岸工事であり、既設コンクリート擁壁及び地盤に鋼管杭を打設する工事で
あった。この反力架台として鋼矢板の打設が計画されており、当初設計ではバイブロハンマによる打
込みが計画されていた。しかし、鋼矢板打設箇所で当初予定と大きく異なるＮ値（予定：Ｎmax＝7、実
測Nmax'＝50）が確認され、バイブロハンマでの施工が困難であることが確認された。

【経緯と検討結果】

・施工前に鋼矢板打設箇所のＮ値が設計と大きく異なることが
確認されたため、鋼矢板打設工法について発注者と協議を実施。

・協議の結果、鋼矢板の打設工法として硬質地盤クリア工法にて
施工することとなった。

【コメント】

・現地踏査及び事前測量により、当初発注時点で予期し得なかった
地下水位等が現地で確認されたため、発注者と事前に協議するこ
とが重要である。

護岸工事・仮設工（工法変更） 設計変更となった事例 ３

【工事概要】 河川土工 1式 取り付け擁壁工（Φ1,500×L18.5m×t25） N=44本
付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工期 H29.7.21～H30.6.29
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は河川拡幅に伴う護岸整備工事であり、旧護岸構造物の取壊し後に新しい護岸構造物を施
工する工事であったが、河川拡幅に伴う掘削作業中に当初設計で計上されていない既設護岸構造物
（矢板護岸）が発見された。

【経緯と検討結果】

・既設護岸について、受発注者間で協議し、現地確認

の結果、施工方法及び現場発生品の仮置き場を発

注者より指示。笠コンクリート取り壊し、鋼矢板の

引き抜きを設計変更の対象とした。

【コメント】

・契約書１８条第１項の五適用による変更となり、

直接工事費で約二百万円の増額となった。

護岸工事・構造物撤去工（追加変更） 設計変更となった事例 ４

【工事概要】 掘削工 V=22,000m3、矢板護岸工 N=1.0式、法覆護岸工 N=1.0式、
沈床工 N=2,300m2、構造物撤去工 N=1.0式 H28.8.6～H29.7.20
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【変更協議の要点（ポイント）】
Ⅱ期工事の堰本体の施工に際し、周辺の床付けはひな壇形状で段差が大きいためクレーン等の建

設機械を設置する施工ヤードとして適していない。そこで、床付けの段差を解消して、施工ヤードを確
保するための作業構台を設置した。

【経緯と変更結果】
Ⅱ期工事はⅠ期工事の施工時とは違い、床付けが全て完了しているため堰本体周辺の施工ヤード

条件が異なる点を発注者に説明した。

河川構造物工事・仮設工（作業構台追加） 設計変更となった事例 ５

作業構台

【工事概要】 堰柱7基（径間距離44.45m） 中央床版6基
河川土工掘削 326,900m3 護床・根固ブロック工
構造物取壊工 工期 Ｈ21.7.31～Ｈ23.11.30

【コメント】
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協議に
基づき、変更の対象とできる。

作業構台の必要な段差

堰本体

施工ヤード状況
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河川落差工・仮締切工(工法変更) 設計変更となった事例 ６

【コメント】
任意仮設の仮締め切りであっても、所定の手続きを行い協議すれば設計変更が可能である。

【工事概要】 護岸工 落差工 仮設工 工期 H19.10.20～H21.3.29

落差工の施工に於いて、仮締め切り（半川締め切り：任意仮設）を行い施工していたが、掘削
を行ったところボイリングが発生したため協議を行った。（契約書第１８条第１項の四）

【経緯と変更結果】

当初予期できなかった湧水が確認されたため、受注者からの協議により地質調査を行い対策工
法を検討し、一部変更指示を発出し、鋼矢板による仮締め切り(指定仮設)に変更した。

直接工事費で約１０百万円増額

ボイリング
の発生

半川締め切り
（大型土のう） 半川締め切り

（鋼矢板）

変更前 変更後
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は大規模商業施設に隣接する河川堤防の法尻にプレキャストボックスカルバートを設置する
ものである。当初設計では、堤内地側から法尻にボックスカルバートをクレーンで設置するものであっ
たが、商業施設管理者から施設利用者の安全が図れないので、十分な道路との離隔の確保及び土埃
対策が求められ、クレーンの施工ヤードを確保できず、クレーン施工が困難となった。

【経緯と検討結果】

・受注後、施工方法を施設管理者に説明した

ところ、隣接する施設区域に対する安全面

を懸念、施工にあたり制約条件が付された。

・施工者よりボックスカルバート搬送据付工法

を提案し採用された。

・直接工事費で約０．１百万円の増額変更。

【コメント】

・新たな制約条件が発生したことから、

契約書第18条（条件変更等）第1項第四号に

基づき変更した。

河川構造物工事・カルバート工（工法変更） 設計変更となった事例 ７

【工事概要】 プレキャストカルバート工 L=228m、工期 H30.4.1～H31.2.22

・隣接協議の対応で作業場所が狭隘となり
クレーンの据付ができない。
・ボックスカルバートの設置は、クレーン
を移動しながらの作業となるが、クレー
ンの据え付ける作業場所を確保できない。

河川管理用通路

大
規
模
商
業
施
設

専
用
道
路

土
埃
対
策
仮
囲
い

道
路
と
の
離
隔

（
隣
接
協
議
）

○○川

大規模商業施設専用道路

仮囲い
（隣接協議）

ボックスカルバート搬送据付工法への変更当初施工計画

①仮置き ②吊り

③搬送 ④据付

狭隘な現場でのコンクリート製品の据付工法

P7



【変更協議の要点（ポイント）】

河川工事・地盤改良工（規格変更） 設計変更となった事例 ８

【工事概要】鋼矢板護岸工 L=48.2m、地盤改良工 V=2,620m3、工期 H28.8.12～H29.3.21

本工事は、鋼矢板で締め切った軟弱地盤を
セメント改良により強化した基盤層の上に築
堤する工事であった。改良する際のセメント
添加量については、当初設計では、事業区間
において概ね200m間隔で採取した試料による
セメント改良時の強度上昇結果をもとに算定
していたが、本工事は、試料採取箇所に挟ま
れた工区であるため、施工部で採取した試料
で確認試験を行ったところ、添加量を計画値
より減じても必要強度を確保できることが判
明した。

【経緯と検討結果】

・セメント改良部で採取した試料による土質強度確認試験の結果をもって、発注者と監督員と強度確
保のあり方について協議した結果、改良工におけるセメント添加量を130㎏/m3から110㎏/m3へ変
更することとなった。

・直接工事費で約0.5百万円の減額変更。

【コメント】

・契約書１８条第１項の四の適用による変更となった。

・工事目的物の品質を確保する施工基準については、受発注者で協議することが重要である。

▽-6.20

▽-1.50

▽+0.00

▽+2.70

(地盤改良施工基面)

覆土 t＝10cm

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t＝10cm

改 良 層 (1)

改 良 層 (2)

盛 土

設計基準強度 qu = 60kN/m2（想定添加量　70kg/m3）

設計基準強度 qu = 100kN/m2（想定添加量　130kg/m3）

改良層①

設計基準強度qu=100N/㎡

計画添加量 130㎏/m3

変更添加量 110㎏/m3

改良層②

設計基準強度qu=60N/㎡ 計画添加量 70㎏/m3

鋼矢板鋼矢板
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【変更協議の要点（ポイント）】

既設石積護岸を取壊し中、施工範囲以上に吸出しをうけており、取壊し作業を行う範囲外の護岸へ
の影響が予想された。

【経緯と検討結果】

・当初予期できなかった範囲外の吸出しが確認されたため、受注者からの協議により発注者の立ち
会いを行い、施工延長の変更に至った。

・直接工事費で約0.4百万円の増額変更となった。

【コメント】

・発注者には事前の十分な調査が求められる。
・受注者は遅滞なく発注者に報告することが重要である。

河川工事・護岸工（施工範囲変更） 設計変更となった事例 ９

【工事概要】 河川土工 30m3 護岸工 10m 根固工 1基 仮設工（瀬替工）2,600m3
工期 H28.11.7～H29.3.10

施工範囲吸出し箇所取壊し作業中
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【変更協議の要点(ポイント）】
当初、旧構造物の撤去において、地下部は鋼矢板締切（切梁構造）による施工を考えていたが、圧

砕機では作業ヤード、十分な離隔の確保に施工上不安が生じたため、やむを得ず施工方法の再検討
を行った。

【経緯と変更結果】
・地域との協議で民家が近接しているため

ブレーカーでの撤去は出来ない。
・土留位置および施工機械、施工ヤード他

の検討を行い、発注者と協議。
・切梁より下方部の撤去はコンクリートカッター、

コアボーリング、ワイヤーソー工法に変更
・直接工事費で２，２００万円の増額（減額）変更

【コメント】
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協議

に基づき、変更の対象とできる。
・今後の設計にあたって、発注者は空間的位置も十分に考慮する必要がある。

樋門改築工事・構造物撤去工（工法変更） 設計変更となった事例 １０

【工事概要】 旧構造物撤去工 V=２８０ｍ3 新設樋門工 １式 工 期 H２２.９.９～H2４.３.３０

鋼矢板締切全景 変更対象（切梁下方部）
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は取水樋門新設工事であり、高水敷を掘削し現場打ちコンクリートで築造する工事であっ

た。マスコンクリートの施工にあたって、温度応力によりひび割れが発生しやすいため、事前にセメ

ントの水和熱による温度応力及び温度ひび割れに対する検討が必要となった。

【経緯と検討結果】

・構造図及び工程を基に温度解析・温度応力解析を実施した結果、対策が必要となったため、

協議を行った。協議の結果、設計変更の対象とした。

・解析費、対策案検討費、対策後解析費、対策施工費の変更を行い、直接工事費で約240万円の

増額変更。

【コメント】

・土木工事設計変更ガイドライン(案)には、設計変更が可能なケースとして、「Ⅱ.設計図書の照査

項目及び内容」以外の照査及び設計図書の照査を行った結果生じた計画の見直し、図面の再

作成、構造計算の再計算、追加調査の実施等に該当する。

樋門・樋管工事・コンクリート工（追加変更） 設計変更となった事例１１

【工事概要】 樋門樋管本体工 L=31m 工期 H28.12.17～H30.3.30
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【工事概要】 砂防土工 1式 掘削工3200m3 転石破砕 110m3
工期 H20.9.9～H21.12.10

【変更協議の要点（ポイント）】

砂防工事現場にて掘削中に転石が数多く出てきた。転石は床付面よりかなり高い所から出てくる為、

破砕する必要があった。工事現場周辺には宿泊施設等があり、騒音面から大型ブレーカーを使用しての

転石破砕ができない状況であった。

【経緯と変更結果】

・特記仕様書には、『転石等の破砕については設計変更で対応する』と明記。

・通常は大型ブレーカーで転石破砕を行っているが、宿泊施設等が直近にある為、騒音の少

ない油圧破砕機を使用して転石破砕を行いたいと受注者が協議したところ、発注者から実績

を調査して歩掛りをとり、 その単価で設計変更すると回答があった。

・直接工事費で約1.0百万円の増額変更

【コ メ ン ト 】工事請負契約書 第18条第1項の四 に基づき適切に変更されている。

転石発生状況

宿泊施設 油圧破砕機

砂防工事・転石破砕工（機械の変更） 設計変更となった事例 １２
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砂防工事・落石防護工（工法変更） 設計変更となった事例 １３

【工事概要】 密着型安定ﾈｯﾄ工 A=1,190ｍ2 ロープ伏工 A=179ｍ2 工 期 Ｈ19.6.6～Ｈ19.11.16
【変更協議の要点（ポイント）】

砂防工事専用軌道の落石防止として、当初設計ではポケット式落石防護網工と覆式落石防護網工を設置することと
なっていたが現地踏査の結果、予想される落石が当初想定されていたものより大径で、対策工の強度が不足する恐れが
あると考察されたので、密着着型安定ネット工とロープ伏工に変更した。

【コメント】

・現地状況が一致しない場合は、契約書１８条第１項の四により、所定の協議に基づき変更の対象と出来る。

・現場状況が、急傾斜地で地形の変化が起きやすく、設計時との相違が発生する場合も多く、入場時の現地踏査によ

る設計照査が重要となる。

【経緯と変更結果】

・現地踏査を行った結果を基に、速やかに監督員の立会いを求めて施工方法の協議

を行い工法を変更した。

・直接工事費で約６.５百万円の増額変更となった。
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砂防工事・渓流保全工（追加） 設計変更となった事例 １４

【コメント】
最下流帯工を追加し、先行して施工することにより、河床低下を防止し渓岸の荒廃を最小限に

とどめた。（契約書第18条で変更可能）

【工事概要】
渓流保全工 L=24.1ｍをL=37.0ｍ に変更 工期 H20.5.9 ～ H20.9.3

【変更協議の要点（ポイント）】
施工中に、梅雨前線豪雨により、渓床の低下・渓岸の荒廃が見られたことから、全体計画で後

年度予定工事を先行して追加実施した。

【経緯と変更結果】
・監督員が豪雨のため現地状況が変化したことを発見し、約款第18条第2項により調査
・契約書第18条第3項により受注者へ通知
・契約書第18条第4項により設計変更
・直接工事費で約2.2百万円の増額変更

梅雨前線豪雨による渓床の低下・荒廃

最下流帯工の追加・荒廃の防止
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【変更協議の要点（ポイント）】
発注前の降雨等により現場状況が変化

【経緯と変更結果】
発注者は、現場進入路について既存の管理用通路を指定し、砕石補修を計画。
現場代理人と監督員は、着工前に現場進入路の現地調査を行った。
その結果、発注前の豪雨により管理用道路が著しく損

傷し、ダンプトラック等の走行に支障があることが判明し
た。また路盤もゆるく、砕石舗装のみでは対応が不十分
であると判断した。

発注者は、敷鉄板の使用を変更指示。
敷鉄板の設置・撤去・賃料を設計変更した。
直接工事費で約0.09百万円の増

【コメント】
工事現場の環境は、それぞれ固有の特徴があり、季節により変化することも多い。
発注者には事前の十分な調査が求められる。
また、発注者と受注者が遅滞なく現場を確認することが重要である。

砂防工事・管理用通路（工法変更） 設計変更となった事例 １５

【工事概要】 砂防えん堤管理用道路 延長125m 工期H20.9.１ ～H20.11.28
（砕石舗装111.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装13.5m）
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は村道から砂防堰堤施工箇所への乗り入れ用資材運搬道路を施工するものであった。施
工箇所へのアクセスに用いる村道は１車線交互通行の細い道路であり、また旋回区間も多く、旋回半
径も小さい箇所が多い。そのため旋回区間においては、路肩等に補強を実施しないと土砂運搬用の１
０ｔダンプが旋回できない状況であったが、路肩部は民地となっており、また土地所有者の所在がつか
めない状況であった。

砂防工事・資材運搬路工（機械変更） 設計変更となった事例 １６

【工事概要】 砂防土工 V=1,800m3、大型ふとんかご工 L=170m、工期 H30.5.8～H30.10.29

【経緯と検討結果】

・受注後の現地測量結果を発注者に提示し、監督官と現地
確認を行い施工可能な方法を協議した。

・通常の１０ｔダンプでは施工箇所への乗り入れが難しいこと、
工事内での借地による旋回区間の補強が困難であることから
施工機械を４ｔクラスのものに変更し、変更対象とした。

・直接工事費で約１．１百万円の増額変更。

【コメント】

・契約書１８条第１項の四の適用による変更となった。

・発注者と事前に協議すること、および困難である理由を
明確に整理することが重要である。
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は、堰堤施工にあたり、工事用道路を新設する工事である。法面掘削、鉄筋挿入、法枠を施
工の上、軽量盛土を実施し約20mの道路を設置する。当初設計においては、鉄筋挿入にあたり削孔
径φ60としていたが、試験削孔の結果、削孔が自立しないことが確認されたため、二重管削孔φ90に
変更したものである。

【経緯と検討結果】

・受注後の試験削孔結果を発注者に提示し、監督官と

協議を行い施工可能な方法を協議した。

【コメント】

・契約書１８条第１項の四の適用による変更となった。

・施工方法、施工図面が当初契約ものでは施工できず、

発注者と協議の上設計変更とする。

砂防工事・鉄筋挿入工（工法変更） 設計変更となった事例 １７

【工事概要】 工事用道路（砂防堰堤） 法面工 L=80m2、 工期 H29.10.11～H30.12.7
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は土石流危険渓流における堰堤工工事である。当初設計においては、掘削、切土法面整形
後に、堰堤コンクリート打設となっていたが、掘削後、法面より当初発注時点で想定し得なかった湧水
が発生し、切土法面が崩れ、更なる法面崩壊拡大の可能性があった。

【経緯と検討結果】

・受注者より協議を受け、法面崩壊が進行しないよう

仮設工（大型土のう等）設置を指示した。

・現地調査を行い、法面崩壊対策としてモルタル吹付と

湧水の排水処理工を指示した。

・直接工事費で約140万円の増額変更。

【コメント】

・当初設計の施工条件が、現場条件と一致しない場合で

あり、契約書１８条第１項の四の適用による変更となった。

砂防工事・法面工（追加変更） 設計変更となった事例 １８

【工事概要】 堰堤工 1基 工期 H28.8.26～H29.5.31

法面崩落後

対策工実施 P18



【変更協議の要点】
本工事の施工の段階で,岩盤ラインが当初設計と異なったため,計画の見直しを伴う設計図の再作

成が必要となった。

【工事概要】 流路工 砂防土工 掘削V=25,765m3 盛土V=38,770m3

床固工 床固本体工 ｺﾝｸﾘｰﾄV=1,967m3 帯工ｺﾝｸﾘｰﾄV=888m3

流路護岸工 基礎工L=278m 石積擁壁工A=1,815m2 仮設工 1式
工 期 H20.7.31～H21.9.13

【コメント】
・土木工事設計変更ガイドライン（案）には,設計変更が可能なケースとして,「Ⅱ.設計図書の照査要
領（案）」以外の照査について工事受注者に実施させる場合は,発注者の費用負担と明示されている。

・計画を見直している期間の 現場経費等の増加への対応について、今後の課題となる。

【経緯と検討結果】
計画見直しに伴う追加調査,現地測量および図面の作成を受注者で実施し,これらに伴う費用に関

して設計変更が認められた。直接経費で約0.3百万円の増

砂防流路工事・掘削工（設計変更） 設計変更となった事例 １９
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砂防流路工事・護岸工（基礎形式変更） 設計変更となった事例 ２０

【コメント】
・発注者は、護岸工の基礎形式、根入深さ等の構造を設計図面で明示する。
・しかし、現地状況が一致しない場合は、契約書第18条第1項(4)により、所定の協議に基づき、

変更の対象とできる。

【工事概要】 護岸工L=62m、床固工N=1基、護床工N=12個 工期H20.12.11～H21.3.25

【変更協議の要点（ポイント）】
流路工において、当初設計で地盤が砂礫である場合は基礎コンクリートの施工を計画する

が、現地掘削の結果岩盤が確認された場合には、基礎形式・根入深さの変更が必要となった。

【経緯と変更結果】

・受注者は契約書第18条第1項(4)により設計
と現地条件が一致しないことを監督員に通知

・調査の結果、契約書第18条第4項により設計変
更を行った

・直接工事費で約1.4百万円の増額変更
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【コメント】
・発注者は、当初の設計図書になかった箇所を施工する場合は、軽微な場合を除き一部変更指

示を発出することを原則とする。

【工事概要】 落差解消工（根継工） ５箇所 工期 H20. 8. 1～H21. 3.18 

【経緯と変更結果】
協議後、一部変更指示を発出し、変更対応とする旨を明示した。直工約2.3百万円増

当初計画になかっ
た落差解消工箇所

着 手 前 完 成

協議の結果、落差
解消工を追加施工

砂防流路工事・落差解消工（追加工事） 設計変更となった事例 ２１

【変更協議の要点（ポイント）】
当初の設計図書になかった箇所の「落差解消工」について、現地照査の結果、増工対応とし

変更設計に盛り込んだ。
当初設計では、発注者は「落差解消工」が必要なほど落差は大きくないと判断していたが、

受注者が現地照査した結果、協議を発議したものである。（契約書第18条第1項の四）
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【変更協議の要点（ポイント）】

工事用進入路は田んぼ上となり、H30年の田植え時期までの工事完了が必要であるが、台風の出
水により掘削工の着手前に河床が1m上昇し、掘削工及び残土処理工の数量増となったことから、工

期内での完了が困難となった。そのため、工事用進入路を新たに１路線追加し、併せて工事完了後、
すみやかに耕作できるよう、田んぼの沈下対策を行った。

砂防流路工事・仮設工（追加変更） 設計変更となった事例 ２２

【工事概要】 流路護岸工 L=200m、床固工 1式、工期 H29.9.5～H30.5.17

【経緯と検討結果】

・台風の出水による土砂堆積に対応するための工事用進
入路追加。

・田んぼ沈下対策として敷鉄板の下にプラロードを施工。
設計照査会において施工者より、提案があり採用した。

・工事完了後すぐに現況復旧が可能。

・直接工事費で約８百万円の増額変更。

【コメント】

・任意仮設の施工方法であることから、変更対
象とならないことが一般的であるが、現場条件の
変更等があり、協議を行えば設計変更が可能で
ある。
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【変更協議の要点（ポイント）】
試験施工による現場確認にて、施工条件が違う。

【経緯と変更結果】
鉄筋挿入工において、発注者は、現場の地質状況から判断し、ロッド削孔を計画。
受注者が着工前に試験施工を行ったところ、孔壁が自立せず施工困難と判断。
受注者から削孔方法変更を協議。
監督員は、孔壁が自立しないことを

現場で確認し、施工条件を変更。
ケーシング併用工法へ変更指示。
発注者は設計変更した。
直接工事費で約４百万円の増額

【コメント】

迅速で円滑な現場施工には、試験施工による施工条件の早期確認と適切な設計変更対応が重要
である。

法面工事・鉄筋挿入工（工法変更） 設計変更となった事例 ２３

【工事概要】 法枠工 A=388m2、鉄筋挿入工 N=117本 工期H21.3.9～H21.8.10

試験施工 削孔状況確認 ケーシング併用による削孔
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【経緯と変更結果】

比較的地下水位が高い堀り割り部分に擁壁を設置する工事。背後の道路には占用物が多数埋設さ
れており、抜本的な掘削が困難であったことから、発注者は、地下水対策としてウェルポイント工法を
併用した、逆巻き工法による擁壁を計画。

これに対し受注者は、現地は地下水脈の流れが不明瞭で、ウェルポイントによる地下水低下が確実
でない。またアンカーのグラウト材が地下水へ混入し、井戸水の汚染が懸念されると報告。受注者から
変更協議。発注者は人為的な施工条件と現場が一致しないと判断し、鋼矢板工法へ変更指示。直接
工事費及び事業損失防止施設費で約0.8百万円の増。

道路改良工事・土留擁壁工（工法変更） 設計変更となった事例 ２４

【工事概要】 道路改良工事 L=59.9m 工期 H19.7.2～H19.12.14

【コメント】

付近の地質や地下水などに詳しい者の情報は、施工計画を適切に立案するうえで必要な情報で
ある。特に重要な情報の場合は設計変更となることがある。

【変更協議の要点（ポイント）】
経験的に知りえる現場状況から判断して、地下水汚染などが懸念。

補強 材  D 2 5  ＠ 9 0 0

+  φ 9 0 m m ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾄ注 入

L = 5 . 0 m

L = 5 . 5 m

鋼 矢 板 〈 S P - 2 w 型 ( 透 水 性 φ 6 5 m m )

　 ［ S Y W 2 9 5 ］ 〉 　 L = 8 . 0 0 m
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道路改良工事・海岸護岸工（根固工） 設計変更となった事例 ２５

【コメント】
・設計図書と現場状況が一致しない場合は、契約書第18条第1項(4)により、所定の手続きお
よび協議に基づき、変更設計の対象とできる。

【工事概要】 本体工 L=140m、消波工 L=114m（N=456個） 工期H21.3.23～H21.8.31

【変更協議の要点（ポイント）】

当初の設計図書では確認できなかった根固めコンクリートが、受注者からの指摘で判明したこと
から、当該工事において不要な補強コンクリート分を減額対応とし、変更設計に盛り込んだ。

【経緯と変更結果】
・施工業者より確認願を提出（契約書第18条第1項）
・調査、協議結果を施工業者に通知（契約書第18条第3項）
・設計図書変更を施工業者に通知（契約書第18条第4項）
・直接工事費で約1.1百万円の減額変更

前面に消波ブロックがあった事により、
確認されなかった根固めコンクリート
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【経緯と変更結果】

横断函渠の工事において、発注者は、半断面施工による片側交互通行を計画。必要な交通整理
員を計上していた。

これに対し、施工性及び付近住民の負担を考慮した受注者は、延長L=100mの仮設歩道の設置
（仮歩道橋含む）と、短期間の車両通
行止めによる施工方法を提案。

発注者は、施工条件を変更。
仮設歩道を指定仮設として増工し、

交通整理員を減工した。
直接工事費 約0.3百万円の増

道路改良工事・仮設歩道（工法変更） 設計変更となった事例 ２６

【工事概要】 道路改良L=225m 横断函渠工L=15m     工期H21.6.22～H21.11.30

【コメント】
施工方法に関する事項は任意であることから、変更対象とならないのが一般的である。

ただし、著しく優れた施工方法であり、かつ、交通制限方法の変更等、基本的な施工条件の変更を
伴う場合は、発注者が施工条件を主体的に変更し、設計変更することがある。

【変更協議の要点（ポイント）】
より適切な施工方法の提案

仮歩道橋 仮設歩道
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道路改良工事・工事用道路（工法変更） 設計変更となった事例 ２７

【コメント】
・発注前に田の所有者に対し、農道の利用形態の説明が必要である。
・発注者が当初想定していた工事用道路の条件では、ダンプトラック等の進入が困難である
ことから、契約書第18条第1項の4により設計変更の対象とできる。

【工事概要】歩道工 L=85m、ﾌﾞﾛｯｸ積 A=290m2、工事用道路 L=60m、工期H15.12.3～H16.5.30

【経緯と変更結果】

・当初設計では、工事用道路について記載してい
ない。

・発注者は農道を現状のまま使用し、必要に応じ
て補足材を施工することとしていた。

・所有者から敷砂利が田へ飛散しないよう要望。

・受注者から、現況のままではトラフィカビリ
ティが不足であるので、敷鉄板に変更したい旨
の協議。

・コーン指数の測定結果より、トラフィカビリ
ティ不足を確認。

・経済性、地元要望を考慮し、敷鉄板に変更。
・直接工事費で約0.3百万円の増額変更。

【変更協議の要点（ポイント）】

道路改良工事を施工するにあたり、農道（砂利道）を工事用道路として使用することとを想
定していたが、ダンプトラック等のトラフィカビリティが確保できないこと、敷砂利が田へ飛
散しないよう所有者から要望があることから、敷鉄板を敷設することとした。
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道路改良工事・仮設道路（材料変更） 設計変更となった事例 ２８

【コメント】
・他現場で再生クラッシャランの需要が多く、通常調達する範囲で材料が入手できなかった。
・入札時に資材調達の計画はある程度たてていると思われるが、受注前から資材を確保する
ことは難しいと考える。

・仮設道路の構造については任意であるが、再生クラッシャランの次に経済的である方法に
設計変更することができる。

・契約書第18条第1項の4（第３者機関等による制約）により、設計変更できる。

【工事概要】災害復旧等で再生クラッシャランが大量に利用され、在庫が不足した場合等の対応。

【経緯と変更結果】

・参考図として、仮設道路の施工平面図、標準横
断面図を提示。

・最も経済的であるため、再生クラッシャランで
積算。

・受注者から、再生クラッシャランの在庫がない
ので、バージン材に設計変更するよう協議。再
生材取扱業者からの在庫の不足証明書を提出。

・バージン材で施工するよう設計変更した。

盛土材
（転用土、普通土）

敷砂利
（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）

【変更協議の要点（ポイント） 】

道路改良工事において仮設道路を設置するものとし、敷砂利にクラッシャランを使用する際
は再生材を使用するものとしていたが、仮設道路施工時に再生材の在庫がなかったため、バー
ジン材により施工した。
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【変更協議の要点（ポイント）】

狭隘な谷筋地形において、車道用の場所打ち函渠を構築するに当たり、作用ヤード兼用の迂回路
(工事用進入路)を設置することを想定していたが、近接して他工区の場所打ち函渠が同時発注され、

迂回路を共用することとなったため、山側斜面の切土により作業ヤードを拡幅し、迂回路の線形を変
更した。

【経緯と検討結果】
・当初設計では、林道の迂回路と作業ヤードを兼用する
ものであった。しかし、別工事の工事着手により、工事用
車両通行のための迂回路供用、通行阻害が懸念される
こととなった。
・受発注者間で協議の結果、迂回路の線形を変更した。
・直接工事費で約1.3百万円の増額変更。

【コメント】
・発注者が当初想定していた迂回路(工事用進入路)の条件では、近接工区の工事用進入路が確保
ないため、契約書第18条第1項の5により設計変更の対象とできる。

道路改良工事・仮設道路工（線形変更） 設計変更となった事例 ２９

【工事概要】 場所打函渠工 L=95m、地盤改良工 A=461m2、排水構造物工 1式
迂回路(工事用進入路) L=128m 工期H28.12.28～H30.1.25

4,000 9,000 1,000

1,500

作業ヤード工事用進入路

1:0.5

法肩余裕幅

迂回路線形(当初）迂回路線形(変更）

作業通路
作業ヤード盛土

迂回路切土

函渠床堀

13号ボックスカルバート

1,700 6,200 1,700
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【変更協議の要点（ポイント）】
安全パトロールの指導や現場状況に応じた交通誘導員の配置

【コメント】

人為的な施工条件と現場が一致しないことを官民合同安全パトロールや発注者、受注者双方で確
認している点が重要である。

道路改良工事・交通誘導員（数量変更） 設計変更となった事例 ３０

【工事概要】 擁壁工L=209m 水路工L=124m 路盤工A=1090㎡
工期 H20.9.1～H21.3.13

【経緯と変更結果】
発注者は、交通誘導員２名配置を特記仕様書に明示していた。

現場では、官民合同安全パトロールにおいて、交通規制区間の中間点にある市道交差点にも交通
整理員を配置するよう指導された。

この指導を受け監督員が現地を調査した結果、２名の誘導員でやりくりするのは困難であり増員が
必要と判断。発注者、受注者双方で再度確認し、発注者は交通誘導員の増員を変更指示。設計変更
した。直接工事費で約0.1百万円の増

変更増
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道路改良工事・土留工(工法変更） 設計変更となった事例 ３１

【工事概要】
擁壁工L=45m 土留工一式 工期 H29.2.7～H29.12.15

試掘状況

ダウンザホールハンマ施工状況

【変更協議の要点】

親杭横矢板のためのＨ鋼打込み（Ｌ＝８ｍ）において、現地照査の結果、当初設計と土質条件の相違が
確認されたため、協議により打込工法の変更を行った。

【経緯と検討結果】

・当初はＮ値５０以上の土質条件より、積算基準に基づきウォータージェット
併用バイブロハンマ工法を選定した。

・現地照査の結果、玉石の影響が懸念されたため、照査結果検討部会を開
催し、試掘により玉石の分布状況を確認の上、工法検討することとした。

・試掘の結果、ＧＬ－５ｍ付近まで玉石混じりの土砂であり、玉石はΦ３０ｃｍ

を超えるものが多数含まれていたため、施工性及び経済性を考慮してダウ
ンザホールハンマ工法への工法変更を協議し、変更対象とした。
（直接工事費で約９百万円増額）

【コメント】

・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書１８条第１項
の四により、所定の協議に基づき、変更の対象とできる。
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は、軟弱地盤上での道路築造工事であり、地盤改良として粉体噴射攪拌（DJM工法）を施

工するものであった。当工事現場周辺は人家が密集しており、周辺人家への工事の影響を最小限に
抑えることが課題となっていた。

【経緯と検討結果】

・契約後に受注者よりDJM施工に伴う周辺地盤の側方変位に

ついて問題提起があり、受注者、設計者、発注者による

３者会議を実施し、対策の必要性を確認し、対策工法として

エアー回収孔を施工することについて合意がなされた。

・直接工事費で約9百万円の増額変更。

【コメント】

受注者発議の３者会議を実施することにより、

３者の意思統一を早期に図ることが重要であった。

道路改良工事・地盤改良工（追加変更） 設計変更となった事例 ３２

【工事概要】 粉体噴射攪拌工 V=6,970m3、エアー回収孔 N=37本、工期 H29.3.1～H30.3.23
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は、拡幅部の境界構造物（Ｌ型擁壁、側溝）を設置する工事であるが、Ｌ型擁壁設置部の基
礎面を出したところ、湧水があり軟弱地盤であったことから、通常施工が困難であった。

【経緯と検討結果】

・軟弱地盤の調査（スウェーデン式サウンディング試験）を

受注者に指示した。

・施工可能な工法を協議した結果、置換工（＋暗渠排水工）

を指示した。

・直接工事費で約0.3百万円の増額変更。

【コメント】

・当初設計の施工条件が、

現場条件と一致しない場合

であり、 契約書１８条第１項

の四の適用による変更となった。

道路改良工事・擁壁基礎工（工法変更） 設計変更となった事例 ３３

【工事概要】 道路改良工 L=９３m、擁壁工 L=９３m等 、工期 H28.12.27～H29.6.9
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は、山地部を掘削しカルバートボックスを築造する工事であった。当初設計は、１０ｍ程度の
掘削深で法面工はなかった。しかし、調査及び測量の結果、湧水が確認された。

【経緯と検討結果】

・受注後の現地測量及び試掘による湧水状況を発注者
に提示し、鋼矢板＋アンカー工法での施工を協議した。

・発注者より受注者提案工法が高価なことから、受圧版
アンカー工法を指示され施工した。

・直接工事費で約１，９４０万円の増額変更。

【コメント】

・契約書１８条第１項の四の適用による変更となった。

･現地踏査及び事前測量により不明なものは、発注者と
事前に協議することが重要である。

道路改良工事・アンカー工（工法変更） 設計変更となった事例 ３４

【工事概要】 道路改良 カルバート工 L=90m 工期 H27.3.10～H28.12.22
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【変更協議の要点（ポイント）】

鉛直目地が当初未設計であり、コンクリートのひび割れが予想された。

【経緯と検討結果】

・目地材設置を受発注者間で協議し、4箇所設置することを指示した。
・直接工事費で約0.1百万円の増額変更となった。

【コメント】

・発注者には当初設計に不備がないよう設計する。
・受注者は遅滞なく発注者に報告することが重要である。

道路改良工事・コンクリート張工（追加変更） 設計変更となった事例３５

【工事概要】 道路土工 15m3 コンクリート張工 214m3 構造物撤去工 3m3
工期 H27.12.7～H28.3.18

目地材設置状況
目地材設置箇所
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【工事概要】 路体盛土 V=5,210m3、中層混合処理工 V=1,118m3、逆T式擁壁工L=37.4m、
既製杭工(Φ700) N=26本、プレキャスト擁壁L=82m、重力式擁壁L=32m

工期H30.6.22～H31.3.26
【変更協議の要点(ポイント)】

既製杭工(Φ700、L=17m)の施工は、杭打機（125ｔ級）とクローラクレーン（75ｔ吊）を併用した

施工であった。現場周辺は田園地帯であり、施工基面が軟弱であると予想され、事前に地盤調査

（サウンディング試験）を実施した。調査結果により現状地盤では杭打機荷量を支持できない結果
となり、重機転倒防止対策として、重機足場地盤改良(H=1.8m、91kg/m3)、および敷鉄版による養
生を行った。

【経緯と検討結果】

・設計照査時に重機足場調査・対策工の必要性を確認し、

調査後、対策工が必要となることが判明したため、変更対象

となることを協議。

・調査結果よりセメント系固化材による地盤改良H=1.8m
(添加量91kg/m3)と敷鉄板併用による対策工を指示。

・直接工事費で約2百万円の増額変更。

【コメント】

・工事請負契約書 第１８条第１項の四 に基づき変更となった。

道路改良工事・既製杭工（追加変更） 設計変更となった事例 ３６
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【工事概要】 掘削工 V=2,900m3、路体盛土 V=2,800m3、地盤改良工 V=1,641m3
擁壁工 L=78m、函渠工 1式、他

工期H29.3.31～H30.8.10

【変更協議の要点(ポイント)】
大型プレキャスト擁壁の据付に先立ち、既設路体盛土の掘削作業中に、大量のコンクリート

殻が出現した。

コンクリート殻は、次工程に行う土留鋼矢板圧入の支障物となり、工法の再検討が必要となる

事案であった。

【経緯と検討結果】

・発注者へのコンクリート殻発生を報告。

・発注者による現地確認。

・受注者より地中レーダー探査（埋没物の
位置・深度）を協議。
⇒コンクリート殻撤去を変更設計対象とした。

・直接工事費で約0.5百万円の増額変更。

【コメント】

・工事請負契約書 第１８条第１項の四 に

基づき適切に変更されている。

道路改良工事・構造物撤去工（追加変更） 設計変更となった事例 ３７

Ｃｏ殻発生状況 地中レーダー探査

反応箇所事前掘削 発生Ｃｏ殻集積
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【変更協議の要点（ポイント）】

内空断面W=4.0m,H=6.1mの函渠内において、当初設計では、サイズの小さい自由勾配側溝の計
画であったが、設計の見直しにより自由勾配側溝(FU-B1100-C1100-L2000)L=95mを設置することと
なった。

製品幅がW=1.34mであり、作業幅が2.66mしか残らず、通常のトラッククレーンによる据付が出来な
くなったため、クレーン機能付きバックホウによる据付とクローラー式キャリア(3t積み 幅員1.65m）を用
いて、製品1本ずつ函渠内に運搬し、片押しにて据付を行った。

【経緯と検討結果】

・通常据付位置から30ｍ以内の位置まで製品を納入
し、2.9t吊トラッククレーンにて据え付けることになって
いるが、施工条件が変更となった。
・函渠内への資材運搬費（積込、運搬）を協議し、設計
変更の対象とした。
・直接工事費で約0.4百万円の増額変更。

【コメント】

自由勾配側溝のサイズが変更となったため、当初の施工方法では施工が不可能な場合であったこと
から、協議により設計変更の対象となる。

道路改良工事・側溝工（工法変更） 設計変更となった事例 ３８

【工事概要】 場所打函渠工 L=95m、地盤改良工 A=461m2、排水構造物工(函渠内) L=95m 
工期H28.12.28～H30.1.25

製品運搬据付状況
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【変更協議の要点(ポイント）】
設計図書と現地の状況が一致しておらず、路床、路体の構築方法について協議が必要となった。

設計図書：現地盤が路体面より低い為、購入土で盛土を行い、路体と路床を構築する。
現 地：現地盤の高さは、路床面まで盛土されている。

現況土を固化材にて地盤改良した方が、工程の短縮、施工の確実性及び経済性において、優れてい
る。

図 面
【経緯と変更結果】
・受注者は契約書第18条1項（4）により設計と

現地条件が一致しないことを監督員に通知
・協議の結果、契約書第18条第4項により設計

変更を行った。
・直接工事費で約100万円の増額変更。

【コメント】
・発注者は工事発注前に現地の最新情報を

把握し、設計図書と現地が異なる場合には
その旨特記仕様書等に明示する必要がある。

舗装工事・路体・路床盛土工（工法変更） 設計変更となった事例 ３９

【工事概要】 車道舗装工 Ａ=3820ｍ2 路床安定処理工 Ａ=1210ｍ2
工 期 H22.3.3～H22.12.7

設計時の現地盤

実際の現地盤

路床高

他工事での盛土
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【変更協議の要点（ポイント）】

設計図書と現地の状況が一致おらず、打換工が必要となった。

設計図書：表層・基層までの切削オーバーレイ工。

現 地：基層まで切削をした際に、上部路盤工の損傷が

著しい箇所が見受けられ為、打換工を追加。

【経緯と検討結果】

・受注者は現地状況を確認後、設計と現地条件が一致

しない為、契約書第18条第1項（4）により監督員に通知。

・協議の結果、設計変更の対象とした。

・直接工事費で約５百万円の増額変更。

【コメント】

・当初設計の施工条件が現地条件と一致しない場合は、契約書第18条第1項の四により、

所定の協議に基づき、変更の対象と出来る。

舗装工事・打換工（工法変更） 設計変更となった事例 ４０

【工事概要】
舗装工 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 91,200m2、床版防止工 12,300m2、工期 H27.12.25～H30.1.12

切削後の状況
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【変更協議の要点(ポイント）】
桁をクレーンベント架設するにあたり、河川内の高水敷を利用した作業ヤードを整備することとしていた

が、発注後、橋脚工事の仮締切により川の流れが変わり 、高水敷が水衝部となったことから作業ヤードを
補強するための鋼矢板を変更により増工したもの。

橋梁上部工事・架設ヤード整備工（工法変更） 設計変更となった事例 ４１

【工事概要】 橋梁上部工 L=466m
工 期 H20.3.27～H23.7.11

元の本流
着工後、瀬替え
により本流の向
きが変更

【コメント】

・漁業者との協議により、大規模な締切りの変更は川の濁りの発生等により漁場に及ぼす影響が大きい
との意見から、本流を元に戻すことができなかった。
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書第18条第1項の四により、所定の協議
に基づき、変更の対象とできる。

ベント架設ヤード
P5

【経緯と変更結果】

・当初から、右岸側3径間は高水敷を利用したベント架設と
しており、一部流水部となっているP5橋脚周辺は盛土して
作業ヤードを確保する契約としていた。
・橋脚工事の仮締切により、川の本流が左岸側から右岸側
に変更し作業ヤード部が水衝部となり、高水敷の浸食が増
進したため、作業ヤードの造成工法について施工業者より
協議。
・作業ヤードは任意仮設であるが、当初明示した条件と施工
時における条件が異なることから設計変更対象になると判断
し、作業ヤード造成工法の変更（盛土＋鋼矢板）を指示。

・直接工事費で約２０百万円増額変更
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【変更協議の要点（ポイント）】

PC上部工の架設は、移動作業車を使用した張出架設工法でおこなう計画であった。
この際、橋脚の高さは、30～50mと非常に高く、枠組足場等を使用した設備による昇降は
困難であった。

【経緯と検討結果】

・各橋脚に工事用エレベータを設置することが妥当であることを協議し、設計変更の対象とした。
・直接工事費 30百万円増額

【コメント】

・所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の「指示」によるものは設計変更の対象となる。

橋梁上部工事・PC片持箱桁橋工（追加変更） 設計変更となった事例 ４２

【工事概要】 ＰＣ上部工 L=292m B＝10.5ｍ 工期 H26.07.29～H28.03.25

P42



【変更協議の要点（ポイント）】

PC上部工の架設に使用するクレーンの一部は、タワークレーンにて計画されていた。

この際、タワークレーンの基礎は地耐力の小さな盛土上にコンクリート製の直接基礎を配置

する計画がなされていたがタワークレーンの基礎構造については、特記仕様書に協議により

設計変更の対象とすることが記載されていた。

【経緯と検討結果】

・地盤を掘削し、橋脚の基礎および柱に鋼製のブラケット

を取付け、タワークレーンの基礎にする方法が妥当で

あることを協議し、設計変更の対象とした。

・直接工事費 3百万円増額

【コメント】

・所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の「指示」による

ものは設計変更の対象となる。

橋梁上部工事・PC片持箱桁橋工（追加変更） 設計変更となった事例 ４３

【工事概要】 ＰＣ上部工 L=292m B＝10.5ｍ 工期 H26.07.29～H28.03.25
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橋梁下部工事・掘削工（施工範囲変更） 設計変更となった事例 ４４

【コメント】
当初設計と現地状況が一致しない場合は、契約書第18条により変更の対象とできる。

【工事概要】橋台工 N=1基、護岸工 A=1,254㎡、 工期 H19.10.26～H20.7.14

【経緯と変更結果】
・施工業者より確認願を提出（契約書第18条第1項）
・現地調査するとともに河川管理者と対応について協議
・調査・協議結果を施工業者に通知（契約書第18条第3項）
・設計図書変更を施工業者に通知（契約書第18条第4項）
・直接工事費で約4.5百万円の増額変更

＜横 断 図＞

＜確認状況写真＞

当初の推定岩盤線

実際の岩盤線

【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は河川堤防を開削し橋台を構築するとともに、橋台周辺の護岸を施工する工事である。

護岸の施工にあたり河床を掘削したところ、岩盤線が当初想定していた高さよりも低い位置
にあったため、護岸が岩着するよう施工範囲を変更した。
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【変更協議の要点（ポイント）】

右岸アーチアバットの掘削時、掘削法面が崩壊した。それまで
法面崩壊対策としてモルタル吹付及び鉄筋挿入工を施工したが、
この部分についても吹付けモルタル背面が約１ｍ抉り取られてい
ることから、グラウンドアンカーによる補強を実施した。

【経緯と変更結果】
崩壊の原因として、軟岩の亀裂の向きが上流側から下流側へ

と流れ目になっていたためであった。 このような崩壊パターンで
の鉄筋挿入工は効果がないと判断し、流れ目となっている軟岩
を押さえるにはグラウンドアンカーによる補強が適当であるとの
結論に達した。

直接工事費で約9百万円の増額変更

橋梁下部工事・掘削工（工法変更） 設計変更となった事例 ４５

崩壊状況

【工事概要】 工事延長 L=369ｍ 上路式鋼コンクリート複合アーチ橋 アーチリブ工
橋台 1基 橋脚 5基 工期 Ｈ17.3.16～Ｈ20.3.31

【コメント】
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協議

に基づき、変更の対象とできる。

グラウンドアンカー施工状況
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【変更協議の要点（ポイント）】
左岸アーチアバットの掘削時、当初設計では中硬岩とあったため大型ブレーカーを用いた掘削を

行っていたが、途中からブレーカーでの掘削が困難となってきたため、岩判定を行った結果、硬岩で
あることが判明し、発破を併用した掘削工に変更した。

【経緯と変更結果】
硬岩であることを証明するために、弾性波速

度測定や岩シュミットハンマーによる硬度確認
等を実施した。工法については静的破砕材や
非火薬工法等も含め比較検討を行い、経済性
に優れた発破工法を採用した。

直接工事費で約10百万円の増額変更

橋梁下部工事・掘削工（工法変更） 設計変更となった事例 ４６

火薬搾孔状況 火薬充填状況

【工事概要】 工事延長 L=369ｍ 上路式鋼コンクリート複合アーチ橋 アーチリブ工
橋台 1基 橋脚 5基 工期 Ｈ17.3.16～Ｈ20.3.31

【コメント】
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協議

に基づき、変更の対象とできる。
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【変更協議の要点（ポイント）】

当初の設計図書では橋台基礎工の掘削を深礎工で計上していたが、現地では当初想定していた湧
水量よりも多く、受注者からの協議により掘削方法をオールケーシング工法に設計変更を行った。

橋梁下部工事・基礎工（工法変更） 設計変更となった事例 ４７

【工事概要】 場所打ち杭工 N=6本、工事用道路工 1式、仮桟橋工 1式
工期H20.2.29～H21.3.31

深礎工

（φ2500 2本）

当初設計 変更設計

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ

（φ2000 3本）

【コメント】
・土木工事設計変更ガイドライン（案）における「３ 設計変更が可能なケース」に該当する。
・設計の見直しについては、「「設計図書の照査」の範囲をこえるもの」に該当し、発注者の責

任、または費用負担が必要な内容である。

【経緯と変更結果】

当初設計では湧水量が45L/分であり、一般には50L/分では深礎工が施工可能といわれているため、
深礎工を計上したものである。

・契約書第18条第1項の四 ・直接工事費で約3百万円の増額変更
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橋梁下部工事・土留工(構造変更) 設計変更となった事例 ４８

【コメント】
発注者は、照査結果より当初設計内容を変更する場合には、軽微な場合を除き、一部変更指示

を発出する必要がある。

【工事概要】 護岸工 落差工 仮設工 工期 H20.11.11～H22.3.31

現橋梁（上部・下部）を取り壊し、同じ位置に橋梁を架け替えする工事である。当初設計は詳
細設計を行い発注しているが、受注者が設計を照査した結果、施工不可能であるため協議を行う。（契
約書第１８条第１項の四）

ウイングが土留
矢板に干渉

変更前 変更後

既設橋台フーチングを取り壊さ
ないと中間杭打設は不可

ＰＳ山留材・火打・２段腹起
により中間杭を省略

【経緯と変更結果】

橋梁下部工の「土留・仮締切工」について、構造変更の対象とし、一部変更指示を発出し、変更対応
する旨を明示した。 ・直接工事費で約0.5百万円の減額

土留矢板位置
（形状）変更
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【変更協議の要点（ポイント）】
２級河川を跨ぐ橋梁下部工事において、橋台躯体を施工するにあたり当初設計では河川内に大型土

のうで締切を行い、既設護岸を取壊し橋台躯体完成後に護岸復旧を行う計画だったが、施工時期が出
水期となる事や、対岸においても同様の工事が発注されており、河川断面の減少が大きいため、既設
護岸の施工方法について協議した。

【変更対応の事例】

・発注当初河川管理者との協議が未
完了で施行内容に変更の可能性が
あったため、特記仕様書への明記を行
わず、協議完了後の施工の一部変更
指示により変更対応とすることとなっ
た。

・河川断面を確保する工法として、護
岸背面に鋼矢板を打込み、既設護岸
を取壊さずに橋台の施工を行うよう変
更した。
・直接工事費で、約６.６百万円の増額
変更

現 場 写 真

【コメント】

・発注者は、発注時に未完了の協議事項の懸案については、特記仕様書へ「協議完了後に一部変
更指示にて提示する予定である。」と明記しておく必要がある。

橋梁下部工事・作業土工（土留工） 設計変更となった事例 ４９

【工事概要】 A2橋台 一基（場所打杭φ1500･L=43.0m 18本、躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ V=1,250m3） 土留･仮締
切工 L=32.0m 仮設桟橋架設 L=42.0m 仮設道路 一式 工期 H19.11.7～H21.1.15

断 面 図
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【コメント】
・発注者は、概略（概数）発注である旨を特記仕様書に明示することを原則とする。
・標準断面と現地条件が一致しない場合は、「当初設計の施工条件が現場条件と一致しない」
と認められるため、契約書第１８条第１項の四により、所定の協議に基づき設計変更の対象と
できる。

【工事概要】 橋脚 ２基 仮設工 １式 工期 H20.2.16～H21.3.31

現 場 写 真

※現道と近接している。

【経緯と変更結果】
・特記仕様書に概略発注である旨を記載。
・工事発注後の現地測量成果を受注者に

渡してある。
・監督職員と協議済み。
・交通規制については、交通管理者（所

轄）と協議済み。

イメージ図
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【特記仕様書の記載例】

第○○条 概略発注
本工事は、標準断面による概略発注であり、詳細については監督職員からの指示によるものとする。

橋梁下部工事・作業土工（土留工） 設計変更となった事例 ５０

【変更協議の要点（ポイント）】
現道脇の橋梁下部工事において、杭基礎等を施工するために掘削するが、その際、一般交通

への配慮が必要となる。
当初設計は、概略（概数）発注であり、詳細な現地測量が行われていなかったため、オープ

ン掘削で設計し土留工等の仮設は見込んでいない。しかし、現地測量の後に掘削影響範囲が現
道にかかることが判明し、土留工等の仮設が必要になる場合がある。
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【工事概要】 橋脚工（張出式鉄筋コンクリート橋脚） N=1基、
基礎杭（場所打ち杭 Φ1200mm L=39.0ｍ） N=35本

工期H29.3.22～H30.3.9

【変更協議の要点(ポイント)】
土留工において、当初設計は鋼矢板（ＳＰ-ＶＬ型）の自立式であったが、鋼矢板

（ＳＰ-ＶＬ型）は市場性が乏しく、調達が困難であった。

【経緯と検討結果】

・発注者へ市場調査の結果を提示し、ＳＰ-ＶＬ型

からＩＶ型への変更を協議した。

・ＳＰ-ＩＶ型に変更した場合、構造計算の結果、自立式では許容

変位量を満足できないため、土留支保工の設置を協議した。

・材料変更および、構造変更を指示した。

・直接工事費で約４百万円の増額変更。

【コメント】

・工事請負契約書 第１８条第１項の四 に基づき

適切に変更されている。

橋梁下部工事・土留工（材料・構造変更） 設計変更となった事例５１

仮設土留工完了
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橋梁下部工事・杭基礎工（高止り） 設計変更となった事例 ５２

【コメント】
当初設計と現地状況が一致しない場合は、契約書第18条により変更の対象とできる。

３者協議により、解決に要する時間にロスがなかった。

【工事概要】 逆Ｔ式橋台工 Ｎ＝１基、杭基礎工（鋼管杭Φ600）N=16本
工期 Ｈ19.7.26～H20.3.25

【変更協議の要点（ポイント）】
本工事着手にあたり、調査ボーリングＮ＝４箇所（右岸上下流、左岸上下流）を実施のうえ設

計されたが、杭打設の結果、著しく支持層の起伏があり高止まりが発生した。

【経緯と変更結果】
・施工業者より確認願を提出。（契約書第18条第1項）
・３者協議を開始（発注者、受注者、コンサルタント）
・追加調査ボーリングを実施。
・杭の確認（①支持力、②根入れ、③杭体応力など）
・調査協議結果を施工業者に通知（契約書第18条第3項）
・設計図書変更を施工業者に通知（契約書第18条第4項）
・直接工事費で約1.3百万円の減額変更。

＜確認状況写真＞
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【工事概要】 旧橋撤去工 Ｎ＝１基、 橋台工 （逆Ｔ式鉄筋コンクリート橋台）Ｎ＝１基、
基礎杭（場所打杭 Φ1200㎜ L=14.0ｍ）N=21本

工期H30.6.28～H31.6.28

【変更協議の要点(ポイント)】
本工事は幹線道路の橋台工事であり、旧橋台を取壊した後、新橋台を築造するものである。

当初設計においては、杭長が１４ｍとなっていたが調査ボーリングを行なった結果、支持基盤

が１ｍ程度深いところが解ったため、杭長の変更を協議した。

【経緯と検討結果】

・受注後に実施した調査ボーリングに結果（２箇所）により

杭先端の支持層が約１ｍ深いことが判明した。

・施行者より杭長の変更を協議し、コンサルにて照査し、

配筋等の設計を行い、杭長を１５ｍとした。

・直接工事費で約1.5百万円の増額変更。

【コメント】

・工事請負契約書 第１８条第１項の四 に

基づき変更となった。

橋梁下部工事・杭基礎工（規格変更） 設計変更となった事例 ５３

調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの実施状況
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橋梁下部工事・橋台工（施工数量の増） 設計変更となった事例 ５４

【工事概要】 補強土壁工(多数ｱﾝｶｰ工) V=960m3 Ａ２橋台 A=１基 基礎工(深礎工) φ4,000 L=32.0ｍ
工 期 H20.7.11～H21.3.31

【変更協議の要点（ポイント）】
現道横の法面を掘削し、斜面対策工事を行い、橋梁下部工（橋台工、深礎工）を施工する工事で、橋台工フーチン

グ部の一部までの施工となっていたが、基礎構造物の一体性、鉄筋露出箇所の防錆対策及び仮設（足場工）のコスト
削減を図るため、発注者から施工数量の増工について協議を受けた。

【経緯と変更結果】
・施工数量の増工に対して、施工方法の工夫等による工期短縮並びに工期延期の提案を行い、協議の結果、一部変更

指示により橋台フーチング部すべてを施工することになった。
・直工費で約6.4百万円の増工並びに工期末を3月16日から3月31日に変更された。

【コメント】・当初の施工範囲は、予算及び工期により設定されたものであったが、他工事での減工等があり、工事途中で
施工数量の増工が行われたものであるが、増工にあたって協議が行われたことにより、工事への負担の軽減、コスト削減
が図られた事例である。 P54



【変更協議の要点（ポイント）】

本工事の施工場所は海岸部で例年降雪量の少ない地域であったが、その年は大雪となった。当初
設計において除雪費の計上は無かったが、特記仕様書に必要に応じ除雪方法等に関して監督職員と
協議するよう明記されていた。

【経緯と検討結果】

・降雪量を確認後、写真等の資料を発注者に提示し、

除雪範囲・除雪方法・使用機械等について協議した。

・直接工事費で約百万円の増額変更となった。

【コメント】

・特記仕様書にもとづく協議により設計変更の対象となった。

橋梁下部工事・仮設工（追加変更） 設計変更となった事例 ５５

【工事概要】 橋台工 N=１基、カルバート工 N=１基、工期 H29.10.3～H30.10.31
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【変更協議の要点（ポイント）】

現場内に除雪し集積した雪が関連工事(他工事)の施工に支障とな

るため、場外搬出が必要となった。雪を除雪し、集積することの必要

性は現場状況から監督員も了承していた。

【経緯と検討結果】

・ダンプトラックによる排雪とロータリー除雪による雪の撤去を経済

比較し、ダンプトラックによる排雪が経済性で優位となった。

・直接工事費で約5万円の増額変更。

【コメント】

・新たな制約条件が発生したことから、契約書第18条

（条件変更等）第1項第四号に基づき変更した。

橋梁下部工事・仮設工（追加変更） 設計変更となった事例 ５６

【工事概要】 橋台工 1基、法覆護岸工 1式、樋門･樋管工 1基 他 工期 H28.3.11～H29.6.30

排雪前

排雪状況
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【変更協議の要点(ﾎﾟｲﾝﾄ)】
橋脚の炭素繊維巻立て工のため、橋脚部の掘削（掘削深はGLより約5ｍ）を実施した例である。掘削を

GL から3ｍ程度まで進めたところで、掘削面に亀裂や湧水が確認されたため、のり面勾配の変更（当初
1：0.5から変更1：1.0へ）、簡易的土留を設置したが掘削面が安定せず亀裂・崩壊が生じたため、安全を
確保するため鋼矢板土留工法へ変更したものである。

【経緯と変更結果】
・設計図書に掘削勾配を明示。
・請負人からの協議に基づき、掘削勾配の変更・簡易土留工を実施。
・崩壊が止まらないため、鋼矢板土留工に変更。
・直接工事費で約8百万円の増額変更。

当初の掘削

【コメント】
・設計図書に示された内容と、実際と工事現場が一致しない場合、工事請負契約書第18条により所定
の処置を実施した後、条件変更等の対象とできる。

橋脚耐震補強工事・掘削工（土留工変更） 設計変更となった事例 ５７

【工事概要】 炭素繊維巻立て：20基、ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て：20基、 工期：H20.2.2～H22.7.20

変更後の鋼矢板土留工
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アラミドロッド
挿入完了アラミドロッド

挿入状況

ＰＣ鋼棒が
アラミドロッド
に変更

2.0ｍ～2.5ｍ

5.0ｍ

2.0ｍ～2.5ｍ

橋梁耐震補強工事・巻立補強工（工法変更） 設計変更となった事例 ５８

【工事概要】 RC橋脚鋼板巻立工 １基、 橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立工 １基、仮橋・仮桟橋工 192m、 土留・仮締切工 ２基

【変更協議の要点(ポイント)】

橋脚ＲＣ巻立補強工の中間貫通拘束において、当初ＰＣ鋼棒φ32ｍｍ、L=5.0m、削孔径φ42ｍｍが見込んであるが、土留
矢板と既設躯体の間隔が2.0ｍ～2.5ｍのため、ＰＣ鋼棒の継ぎ挿入が必要となり、ＰＣ鋼棒を継施工した場合、継部のカプラー外径が
φ60ｍｍ以上あり貫通削孔径がφ80ｍｍ程度必要となる。また、既設橋脚の鉄筋（Ｄ51Ｗ配筋）の離隔幅が設計上99ｍｍでφ80ｍｍの
径にて既設躯体幅5.0ｍを既設鉄筋（Ｄ51Ｗ配筋）を避けての削孔は施工精度上難しく、受注者より（ＡＷＳ工法の提案）協議を発議した。

【経緯と変更結果】

発注者は当初の設計図書によりがたい場合は、協議内容を精査し工事請負契約書第18条1-4(条件変更等)にともない協議後

工期H20.10.8～H21.6.20

ＡＷＳ工法（アラミドロッド）による施工内容の一部変更指示を発出し、変更対応とする旨を明示した。直接工事費で約5.3百万円
の増額。

【コメント】

工事の進捗状況にともない、当初の設計内容との差異が生じる場合が多く見受けられる。協議内容を精査し軽微な場合を除き

一部変更指示等を発出し、発注者・受注者相互が明確な意思疎通を持って設計変更に対処する。 P58



橋梁補修工事・河道掘削工（追加工事） 設計変更となった事例 ５９

【工事概要】 橋脚補強工（ＰＣ巻立て工法） Ｎ＝１基
工期Ｈ２３．２．２～Ｈ２３．７．２９

【変更協議の要点】

・台船作業による橋脚補強工事であるが、
河床高が梅雨前線豪雨による出水のため
当初設計より約０．５ｍ～１．０ｍ高くなった。

台船搬入航路確保のための河床掘削費用
が増となった。

【経緯と変更結果】

・受注者は約款第１８条１項により当初設計と
河床高が一致しないことを監督員に確認請求。

・調査の結果、約款第１８条４項により設計変
更を行った。
・工事費で約０．６百万円の増額変更。

【コメント】

・当初設計図と現地で差異が生じた場合は、
約款第１８条１項により、所定の協議に基づ
き、変更の対象とできる。

梅雨前線豪雨による出水のため土砂が堆積し
えい航可能水深1.2m確保が必要

堆積土砂

当初水深 1.4m 水深 0.4～0.9m
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【工事概要】 橋脚巻立て工 N=1基、護岸工 A=118m2、構造物撤去工 V=23m3、仮設工 N=1式
工期H29.9.30～H30.6.20

【変更協議の要点(ポイント)】
本工事は河川内の既設橋脚を渇水期に巻立て・補強する工事であった。

当初設計では、コンクリート打設により、既橋脚を多角形から矩形とした後、ポリマーセメントモルタ
ル工法（以下、ＰＣＭ工法）により、巻立て・補強する予定であったが、既設橋脚との材料一体化によ
る品質向上、および工程短縮のため、全てＰＣＭ工法へ変更することとした。

【経緯と検討結果】

・コンクリート打設において部材厚１００ｍｍ以下の個所があり

充墳不良等による強度不足が懸念されるため、受発注者間

で協議の結果、充墳性に優れかつ、既設コンクリートとの接

着性が高いＰＣＭ工法に設計変更した。

・河川内作業を渇水期内に完了させる必要があり、型枠組立～

コンクリート打設～脱型の工程を短縮につながった。

・直接工事費で約３百万円の増額変更。

【コメント】

・工事請負契約書 第１８条第１項の四 に

基づき適切に変更されている。

橋梁耐震補強工事・巻立補強工（工法変更） 設計変更となった事例 ６０

橋脚巻立て工完了
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【変更協議の要点(ポイント）】

現場状況に応じた交通誘導員の増員

図 面
【経緯と変更結果】
発注者は4日施工交通誘導員4名配置を
特記仕様書に明示していた。
地元要望により夜間施工時間が短縮され
たことを請け，作業日数が増えたことによる
交通誘導員の増員を受注者と協議し，
安全費で１2人分の17万円増額変更。
当初 4日×4人/日＝16名
変更 ７日×4人/日＝28名

【コメント】
工事施工中に地域住民から夜間施工時間の
短縮を求められることが多く，施工期間が
延長されることが多い。

橋梁補修工事・交通誘導員（数量変更） 設計変更となった事例 ６１

【工事概要】 伸縮装置補修工 Ｌ=３７ｍ
工 期 H２２．１０．２５～H２３.３.１６

変更

当初

変更

当初
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【変更協議の要点（ポイント）】
現地の土質条件が悪く、掘削時における切羽崩壊が懸念

されたため、当初設計に見込まれていなかった毎切羽への
鏡吹付けを実施した。

【経緯と変更結果】
現地立会の結果、掘削時の切羽崩壊による災害防止を目

的とした鏡吹付けの必要性を発注者、受注者で確認した。
直接工事費で約110百万円の増額変更

【コメント】
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協議

に基づき、変更の対象とできる。

トンネル工事・掘削工（鏡吹付け追加） 設計変更となった事例 ６２

【工事概要】 工事延長 L=3,000ｍ トンネル本体工（NATM）L=2,032ｍ（内空断面積74.4m2）
掘削工 2,018.2ｍ 覆工 1,819m インバート工 609.4ｍ
道路土工 1式 路体盛土工 158,500m3 工期 Ｈ18.3.25～Ｈ21.3.30

鏡吹付施工完了状況
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【変更協議の要点（ポイント）】
ロックボルトの削孔時に想定外の湧水が発生したため、ロックボルトを当初設計の全面充填式

（定着材ドライモルタル）から全面摩擦定着式へ変更した。

【経緯と変更結果】
湧水量が多く、通常のロックボルト充填材で

は流出し所定の引張り強度が確保できないこ
とから、発注者と協議の上、摩擦によって定着
するタイプへと変更した。

直接工事費で約4.3百万円の増額変更

トンネル工事・ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工（工法変更） 設計変更となった事例 ６３

摩擦定着式RB施工完了状況 材料確認状況

【工事概要】 工事延長 L=3,000ｍ トンネル本体工（NATM）L=2,032ｍ（内空断面積74.4m2）
掘削工 2,018.2ｍ 覆工 1,819m インバート工 609.4ｍ
道路土工 1式 路体盛土工 158,500m3 工期 Ｈ18.3.25～Ｈ21.3.30

【コメント】
・当初設計の施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協

議に基づき、変更の対象とできる。
・現場状況に応じて所定の品質を確保した点で適切な対応であった。
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トンネル工事・排水処理 設計変更となった事例 ６４

【コメント】 発注者は、現地状況が当初の想定と異なる場合は、現地立会の上、必要な対策を協議し、

変更指示を行い、設計変更の対象とする。

【工事概要】 トンネル工事(ＮＡＴＭ)、工事延長１４０６．４ｍ 工期 H19.12.21 ～H21.8.31

【変更協議の要点】

トンネル防水、覆工前の吹付コンクリート面、ロックボルト打設箇所から、局所的な湧水が発生している
箇所では、その湧水により、覆工後に漏水が発生することがあり、その排水処理が必要とされる場合があ
る。当初設計では湧水箇所の排水処理の計上はなく、防水シート背面下部の裏面排水材と50ｍ毎の排
水管のみであった。

変更前図面

【経緯と変更結果】
現場はロックボルト打設箇所からの湧水発生が数箇所あり、発注者に協議した。現地立会いが行われ、

防水シート施工前に湧水箇所に縦排水材を設置し、裏面排水に導水するよう指示された。また、施工中、
湧水箇所を発見した場合には、必要に応じ縦排水材設置をすることを指示され、いずれも設計変更の対
象として認められた。直接工事費で0.04百万円の増額変更
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トンネル工事・側溝工(構造変更) 設計変更となった事例 ６５

【コメント】 発注者は、設計要領が改訂となって、工法、使用材料等を変更しなくてはならない場合

は、比較検討の上、採用するものを決定し、変更指示を行い、設計変更の対象とする。

【工事概要】 トンネル工事(ＮＡＴＭ)、工事延長１４０６．４ｍ 工期 H19.12.21 ～H21.8.31

【変更協議の要点】

当初、トンネル側溝は街路型自由勾配側溝の設計となっていたが、北陸地方整備局の設計要領で、ト
ンネル側溝が角型から円形側溝へ変更となった。

【経緯と変更結果】

どの円形側溝が優位か、現場条件に照らし合わせ、維持管理、施工性、舗装工を含めた経済性の比較
検討を行い、皿型街渠への構造変更を発注者に協議した。その結果、皿型街渠への設計変更が認めら
れた。直接工事費でほぼ増減なし
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トンネル工事・擁壁工(工法変更) 設計変更となった事例 ６６

【工事概要】 トンネル工事(ＮＡＴＭ)、工事延長１４０６．４ｍ 工期 H19.12.21 ～H21.8.31

【変更協議の要点】

トンネル終点側坑口の明り切土区間の法面最下段の擁壁工において、当初設計では、もたれ式擁壁構
造であった。

完成写真変更前図面

【経緯と変更結果】

地盤条件の照査と施工性、経済性及び擁壁前面の反射（眩しさ）を検討し、大型ブロック積み構造が最
適と思われたため、発注者に協議を行った。その結果、大型ブロック積みで施工することを認められ、設
計変更の対象となった。あわせて、法面排水処理のため大型ブロック積み天端での排水側溝敷設と縦排
水設置が指示された。直接工事費で１．４百万円の減額変更

【コメント】 発注者は、受注者からの照査にもとづく変更協議があった場合は、その内容を確認検討

し、その優位が認められた場合は、変更を指示し、設計変更の対象とする。 P66



トンネル工事・盛土工（構造変更） 設計変更となった事例 ６７

【工事概要】 トンネル工事(ＮＡＴＭ)、工事延長１４０６．４ｍ 工期 H19.12.21 ～H21.8.31

【変更協議の要点】
当初設計でトンネル終点側明り部に発泡スチロールを用いた軽量盛土工（EPS工法）による道路拡幅

が計画されていた。発注後、EPS工法の設計・施工基準書が改訂された。

【経緯と変更結果】

施工にあたり、既設石積擁壁基礎深さ・盛土部基礎地盤・既設埋設管位置の確認が必要なため、それ
らの現地調査を行ったうえで、新EPS工法設計・施工基準書、現地調査に則った構造・形状を検討し、発

注者に協議を行った。その結果、構造･形状の変更が認められ、設計変更の対象となった。直接工事費で
４百万円の増額変更

【コメント】発注者は、設計、施工の基準書に改訂等があった場合、新基準による照査検討を行い、
構造等の変更が必要な場合は、変更を指示し、設計変更の対象とする。
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【変更協議の要点(ポイント）】
設計では、トンネル全線でインバート施工があり、トンネル掘削と併行してインバート片側ずつの

施工が計画されていた。
当初、計画どおり片側ずつのインバート施工を行ったが、大型トンネル機械の走行及び安全性の確

保が困難となったため、インバート桟橋による施工に変更となった。

【経緯と変更結果】
・インバート片側施工時には、重機走路を土嚢、

敷鉄板等にて補強していたが、実際の施工状
況より重機走行時の安全性に問題があること
を確認した。

・書類により片側施工ができないことを監督職員
に説明、協議を行った。

・本工事では全体数量の15％を変更
直接工事費で約5.9百万円の増額変更

【コメント】
・実施工で現地条件（ﾄﾝﾈﾙ幅、掘削深さ等）により 施工が困難・不可能であることが実証されれば、
契約書18条第1項の四により、所定の協議に基づき、変更の対象とできる。

トンネル工事・インバート工（工法変更） 設計変更となった事例 ６８

【工事概要】 トンネル工 L=644ｍ 残土処理工 A=55,220ｍ3 工 期 H19.3.24～H21.11.30

片側施工による大型機械走行状況

当初 変更
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【変更協議の要点(ポイント）】
トンネル一次覆工(吹付)面からの不意の湧水により、路盤が泥濘化、工事車両等の走行が困難と

なり、施工性・安全性が低下したため、湧水対策として導水材を追加設置した。

【経緯と変更結果】

・湧水による路盤の泥濘化状況の現地
立会いで、導水材による湧水処理の
必要性を監督職員と確認

・協議の後、湧水箇所の立会により、湧水
導水材の施工箇所を決定

・直接工事費で865円/mの増額変更

【コメント】
・設計では切羽近くの湧水導水は一般に考えていないため、施工条件が現場条件と一致しない場合
は、契約書18条第1項の四により、所定の協議に基づき、変更の対象とできる。

トンネル工事・湧水導水工（追加工事） 設計変更となった事例 ６９

【工事概要】 トンネル工 L=644ｍ 残土処理工 A=55,220ｍ3 工 期 H19.3.24～H21.11.30

湧水による路盤泥濘化状況 湧水処理施工状況
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【変更協議の要点(ポイント）】
当初設計では、天端安定対策、鏡面安定対策として掘削補助工が計画されており、その材料は

｢GFRP管｣となっていが、応力測定（B計測）により当初設計との相違が確認されたため、協議の結果
｢鋼管｣を使用することとした。

【経緯と変更結果】
・GFRP管では天端安定対策について課題が

残り、応力測定（B計測）を行い鋼管の必要
性を説明。

・また、GFRP管は、産廃として処分する必要
があるが、掘削の際に細分化されるため、
掘削ずりとの分別が困難である。
そのため、ずりと混合しても比較的分別が
容易な鋼管を提案した。

・協議後、補助工の施工にあたっては、鋼管
を使用することとした。

・直接工事費で２，４００万円の増額変更

【コメント】
・施工条件が現場条件と一致しない場合は、契約書18条第1項の四により、所定の協議に基づき、変

更の対象とできる。

トンネル工事・掘削補助工（工法変更） 設計変更となった事例 ７０

【工事概要】 ﾄﾝﾈﾙ工 L=644ｍ 残土処理工 A=55,220ｍ3 工 期 H19.3.24～H21.11.30

GFRP管と鋼管の比較

GFRP管 鋼管
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【変更協議の要点（ポイント）】

当初設計では、ウェルポイント工による地下水位低下が計画されていた。

ウェルポイント工では、通常ウォータージェットを使ってライザーパイプを打ち込むが、対象地盤が岩
盤層であったため、プレボーリングが必要であった。

また、揚水完了時にはライザーパイプを引き抜く必要があるが、人力での引抜きが困難であり、機
械を使って引き抜くとライザーパイプが損傷する状況であった。

トンネル工事・ウェルポイント工（工法変更） 設計変更となった事例 ７１

【工事概要】 トンネル工 L=921m、工期 H25.1.19～H27.8.31

【経緯と検討結果】

・ 発注者と現地確認を行い施工可能な方法を協議した。

・協議の結果、ライザーパイプの打込みには、ドリルジャン

ボによるプレボーリングにて行うこととし、ライザーパイプ
は、撤去せずに全損扱いとすることとなった。

【コメント】

湧水等設計図書に示されていた施工条件と実際の現場
状況が一致しないときは、契約書第18条第1項の四によ
り、所定の協議に基づき、変更の対象とできる。

ドリルジャンボを用いた
ライザーパイプの打込み状況
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【変更協議の要点（ポイント）】
受注者の責めに帰すべき事由でない追加工事

【経緯と変更結果】
公園内の建築物周辺での広場整備工事。
建築物の完成が遅れたことから、広場工事の工期を延長した。
また、発注者は、工期内に近接建物のオープン式典があったことから式典会場として支障とならない

よう暫定整備を追加した。
（舗装段差の摺付舗装、工事区域内立入禁止柵設置、山土砂貼り付け）

直接工事費で0.2百万円の増

【コメント】
受注者の責めに帰すべき事由でない追加工事は設計変更の対象である。

公園整備工事・追加工事 設計変更となった事例 ７２

【工事概要】半たわみ性舗装（広場舗装）A=567㎡，瓦ダスト舗装（園路舗装）A=813㎡ ほか
工期 H21.1.20～H21.5.29

段差解消

立ち入り禁止柵

山土砂

建築物
↓
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は幹線道路下の管きょ推進工事（φ400mm塩ビ管）であり、宅ます（２箇所）も合わせて行う

工事であった。当初設計においては、宅ます位置は平面図にて明記されていたが、本管との接続は開
削施工となっていた。開削施工区間には塀、排水路等の障害物があり、通常施工が困難であった。

【経緯と検討結果】

・受注後の現地測量結果を発注者に提示し、監督官と

現地確認を行い施工可能な方法を協議した。

・施工者より取付推進工法を提案し、採用された。

・直接工事費で約百万円の増額変更。

【コメント】

・契約書１８条第１項の四の適用による変更となった。

・施工方法、施工図面の不明なものについて、発注者と

事前に協議することが重要である。

下水道工事・宅ます接続工（工法変更） 設計変更となった事例 ７３

【工事概要】 管きょ推進工 L=468.7m、宅ます設置工 N=２箇所、工期 H20.10.6～H21.5.31
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は人工リーフ築造工事であり、海上作業において、工事区域への船舶の進入を防止し、安全を
確保するため安全監視船を配置しなければならない。当初設計においては、安全監視船を１隻配置する
こととなっていた。施工箇所付近の海岸には海水浴場が開設されており、施工にあたっては、安全監視船
を１隻配置するだけでは、安全対策に課題を有すると懸念されていた。

【経緯と検討結果】

・工事着手前に、関係機関（所轄海上保安部、関係漁業者）と安全対策や施工可能な方法を協議した。

・関係機関との協議結果をもとに、受発注者間で安全監視船の配置隻数を１隻追加することを協議し、
１隻追加配置することとした。

・直接工事費で約3.3百万円の増額変更。

【コメント】

・安全対策や施工方法について、発注者と事前に協議すること

が重要である。

海岸工事・安全費（追加変更） 設計変更となった事例 ７４

【工事概要】 人工リーフL=117m、養浜V=16,000m3 工期H27.3.20 ～H27.10.16

安全巡視船
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【工事概要】 安定処理工 A=4,760m2、路盤工 A=4,520m2、排水工L=498m
工期H29.11.28～H30.3.30

【変更協議の要点(ポイント)】
ふ頭用地の道路改良を施工するにあたり、海岸汀線部を土砂で埋立て、道路を拡幅する

必要があった。盛土時期は冬季施工であるため、強風・波浪等により盛土した土砂が洗掘され、

海水汚濁の懸念があった。対応策として、盛土する汀線部を汚濁防止膜（シルトフェンスΦ400､

カーテンH=1.0m、L=140m)で取り囲み、汚濁防止対策とした。

【経緯と検討結果】

・深浅図をもとに発注者、および海上保安部、施
工業者と協議を行った結果、現況水深に応じて
汚濁防止膜の形状(径φ、カーテン長H)を決定。
設計変更の対象とした。

・直接工事費で約１百万円の増額変更。

【コメント】

・工事請負契約書 第１８条第１項の四 に

基づき適切に変更されている。

海岸工事・汚濁防止対策工（追加変更） 設計変更となった事例 ７５

汚濁防止フェンス設置
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【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は幹線道路拡幅部の電線共同溝工事であり、家屋や商業店舗が連なる歩道での工事であっ
た。そのため、地先の権利者等と施工時期や時間について調整しながら工事を進める必要があった。
当初設計においては、歩道内の施工は昼間工事として設計していたが、地先との協議により、夜間工
事で施工することとなった。

【経緯と検討結果】

・特記仕様書に地先権利者等と施工時期や時間について

調整を行う旨を記載。

・地先権利者との協議の結果、一部区間は地先権利者の

要望により、夜間工事で施工することとなった。

・打合せ簿を交わし、一部区間の施工数量のみ労務単価

の補正を行った。

・直接工事費で約60万円の増。

【コメント】

・受注者の責めに帰すべき事由でない増工要因は設計変更の対象である。

電線共同溝工事・管路工（施工時間変更） 設計変更となった事例 ７６

【工事概要】 電線共同溝工 L=337m、特殊部工 N=14箇所、工期 H29.2.7～H29.12.28
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【経緯と変更結果】

護岸工事において、発注者は、土盛での半川締め切りに
て計画。

工事着手にあたり、受注者は、河川が屈曲しており土盛り
が水衝部になることから洗掘による流出が懸念される。よっ
て、該当箇所に土のう等の侵食防止対策が必要であるとし
て協議した。

発注者は、土のう等の侵食防止対策は、受注者が設ける
任意仮設であるとして、設計変更とならなかった。

護岸工事・仮締切工 設計変更とならなかった事例 ①

【工事概要】 石張護岸 延長36m   工期 H21.1.19～H21.6.12

【コメント】
施工条件の変更にあたらなければ、設計変更とはならない。

例えば本件の場合、設計図書に示された半川締め切りの線形が実際の現場条件により大きく変
化し、侵食防止対策が必要とされる場合には変更対象となった可能性はある。

なお、発注者には仮設をしっかりと計画することが求められる。

【変更協議の要点（ポイント）】
土のう等の仮設工の追加
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【コメント】

吸出防止材による土砂流出の可能性について、受発注者は相互に十分理解して協議にあたる必要が
ある。発注者は狭隘部の埋戻しについて、維持管理等も含めて計画する必要がある。

護岸工事・仮設工（工法変更） 設計変更とならなかった事例 ②

【工事概要】 河川土工 1式 取り付け擁壁工（Φ1,500×L18.5m×t25） N=44本
付帯道路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工期 H29.7.21～H30.6.29

【変更協議の要点（ポイント）】

本工事は河川における護岸工事であり、既設コンクリート擁壁部に鋼管杭を打設するものであるが、こ
の既設擁壁と鋼管杭の間に発生する空間には流用土（砂質土）を充填する計画であった。しかしこの空
間が狭いために転圧機による転圧が不可能であること、吸出防止材は設置するものの隙間から砂が流
出することが懸念されることから、この空間にコンクリートを打設することを提案した。

【経緯と検討結果】

当該箇所に使用する盛土材は、発注者の指示により海岸部の砂を使用する計画であった。このため少
しの隙間からでも土砂が流出することが懸念されたが、吸出防止材を設置することにより土砂流出が防
止できることから設計変更とはならなかった。このため受注者は狭隘部の埋戻しについては、承諾でコン
クリート打設を行った。

狭隘部

隙間
狭隘部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
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河道掘削工事・共通仮設費（準備費） 設計変更とならなかった事例 ③

【工事概要】

【コメント】
当初の特記仕様書で「準備費の率計上分に係る分を除く」と明記したことから、協議の出発点が多少なりとも分

かったが、率分、積上げ分の考え方を明記されたものが発注者側の参考資料しかないため、市販の基準等にも明
記が必要。

【変更協議の要点（ポイント）】

準備作業に伴う伐開、除根やその集積・積込み及び整地等については以下のとおり、共通仮設費の率に計上さ

れているものと積上げが必要なものに区分されており、これに伴い発生する建設廃棄物等を場外へ搬出する運搬
及び処分に要する費用については、いずれの場合も準備費の中で積み上げ計上することとなっている。

○率計上分：ブルドーザやバックホウにより作業可能な小さな樹木・竹等の伐開に係るもの
○積み上げ計上分：チェーンソーにより切り倒す必要があるもの

今回、河道掘削工事の施工にあたり、高水敷に繁茂する樹木の状況から、伐開に関して率計上分・積み上げ分
の区分が必要となった。

【経緯と変更結果】
当初設計の特記仕様書において「準備費の率計上分に係る分を除く伐木及び伐木処分に要する費用について

は計上していないので、受注者は木材の処理方法等について監督職員と協議するものとし、必要に応じて設計変
更の対象とする。」としており、上記の積上げ分に相当するものついては積上げ計上したが、その他は率計上され
ているとして、積上げによる変更対象とはしなかった。

（数量）掘削工 ２１，２００ｍ３、仮設工 １式 （工期）H20.10.～H21.6.22

（概要）本工事は、洪水の流下に支障となる河道内に堆積した土砂を掘削し、整備目標流量の安全な
流下を可能とする河積を確保するための河道掘削工事である。

率計上分とした抜開箇所 積上げ計上分とした抜開箇所

P79



【変更協議の要点（ポイント）】

河川横断における仮設工法の変更。

【経緯と検討結果】

現場が河川右岸側、進入道路は左岸側しかなく河川横断しなくてはならず、設計ではコルゲートパイ
プ(フランジ型・円形)での施工方法でコルゲート設置し、盛土にて河川横断方法とする計画であった。

これに対し、受注者側は、仮橋での横断方法によりたいと協議した。
発注者は、設計の流下能力を確保できることから、仮橋での仮設工法について承諾した。

冬期とはいえ、計画方法として不安があり設計の流下能力以上の施工方法にて協議したが、費用増
となることから設計変更の対象とならなかった。

【コメント】

工事円滑化推進会議（施工条件確認部会、設計変更検討部会）を活用し、受発注者は相互に十分
理解して協議にあたる必要がある。

河川工事・仮設工（工法変更） 設計変更とならなかった事例 ④

【工事概要】 河川土工 30m3 護岸工 10m 根固工 1基 仮設工（瀬替工）2,600m3
工期 H28.11.7～H29.3.10

コルゲートパイプ（当初）
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【経緯と変更結果】

緩傾斜護岸工事において、発注者は、海面下の根固被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付を仮締切により標準歩掛にて
ドライ施工する計画としていた。

これに対し請負業者は、潜水夫作業による水中施工によりたいと協議した。

発注者は、水中施工であっても陸上施工と同等の品質・出来形を満足することが可能であることや
費用減とならないことなどを確認し、水中施工を承認した。

設計変更とはならなかった。

海岸護岸工事・ﾌﾞﾛｯｸ据付工（工法変更） 設計変更とならなかった事例⑤

【工事概要】 護岸工延長 L=100m、3t根固被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作381個
3t根固被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付448個 工期H20.6.20 ～H20.12.10

【コメント】
設計図書に明記されていない施工方法等の変更については、変更対象にはならない。
しかし、ドライ施工が不可能な現場条件であれば、施工条件の変更にあたる可能性はある。

【変更協議の要点（ポイント）】
ドライ施工から水中施工へ施工方法変更

DL=0.00

As

1 : 3

被 災 範囲

復 旧 範 囲 　2 1 0 0 0

0.
0
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抑止杭工事・材料規格変更 設計変更とならなかった事例 ⑥

【工事概要】 抑止杭工φ318.5mm L=7.5～12.5m N=8本 工期H21.9.7～H21.12.11

【コメント】

本件の場合、発注者が何らかの調査資料に基づき経済的な規格を選定していることから、当該規格
には市場性があり、他手法で調達できる可能性があったと考えなければならない。

【変更協議の要点（ポイント）】
材料が調達困難であることから規格変更

【経緯と変更結果】

抑制杭工事において、発注者は、必要抑止力を満足する杭径及び鋼材規格の組み合わせの中から、
最も経済的となるものを採用し、仕様書に明記した。

受注者が当該杭を調達しようとしたところ、メーカーから、当該品は全て受注生産であり、一定数量以
上の受注がまとまらないと製造せず、当面製造の予定がない旨返答された。

そこで、必要抑止力を満足する他の杭径及び鋼材規格の組み合わせで再度打診したところ、杭径が
１ランク大きいものであれば別工事の受注と併せて製造可能であるとのことであった。受注者は、杭径
増、杭長増及び鋼材規格の変更を協議した。

発注者は、変更を承認した。
設計変更とはならなかった。
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【経緯と変更結果】

発注者は、擁壁工の生コンクリート規格１８－８－４０ＢＢ（Ｗ／
Ｃ≦６０％）の打設において、施工箇所の条件からポンプ車打設
を計画。

受注者は、調達したポンプ車による打設の施工性を考慮して、
生コン規格２４－１２－２５ＢＢ（Ｗ／Ｃ≦６０％）への変更を協議
した。

発注者は、生コン規格の変更に問題がないと判断し、生コン規
格の変更を承認。

設計変更とはならなかった。

擁壁工工事・ｺﾝｸﾘｰﾄ配合 設計変更とならなかった事例 ⑦

【工事概要】 擁壁工 L=53m     工期H21.3.19～H21.8.31

【コメント】

調達したポンプ車の規格に従ってワーカビリティーを考慮した協議であったが、打設方法及び機
械選定は受注者の任意であること、当初の打設方法及び生コン規格で施工不可能と判断されな
かったことから、変更対象とならなかった。

【変更協議の要点（ポイント）】
ワーカビリティーを考慮したコンクリート仕様の変更
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【コメント】

受注者は，合板組立て構造の仮集水桝の施工精度を考慮し，堆積すると予想される土砂への対応や降雨時の浸
透水に対する懸念を解消するため，コンクリート桝の施工を選択した。

【工事概要】施工延長：L=198.7m, 路体盛土：V=5,940㎥,  側溝工：L=142m，集水桝工：N＝１箇所

【概要】側溝工終点部の集水桝を，合板組立て構造の仮集水桝で発注したが，受注者はコンクリート桝で施工した。

【変更未対応の事例・経緯】
側溝工終点部の集水桝を，当初設計では，合板組立て構造の仮集水桝で発注した（次年度にコンクリート集水

桝を設置する予定）。 これに対し受注者は，流末での土砂の堆積や浸透水に対する構造上の懸念からコンク
リート桝への変更を希望した。 発注者は，この桝に関わる２つの側溝が翌年度改良予定であることから，当
集水桝は仮設であり求める機能としては合板組立て構造で十分であることから変更の対象としなかった。

新設

既設
（翌年度改良）

既設
（改良予定なし）

既設
（翌年度改良）

合板 t=12mm

仮集水桝

新設

既設
（翌年度改良）

コンクリート

仮集水桝

既設
（翌年度改良）

道路改良工事・集水桝工（構造変更） 設計変更とならなかった事例⑧
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【経緯と変更結果】

多層地盤における深層混合処理工では、各層ごとに必要添加
量を定めて施工するが、薄層の境界部では添加量（吐出量）の
調整が煩雑となることから、添加量を安全側に簡略化して施工
したい旨受注者から申し出があった。

今回のケースでは、省略する層厚が0.85ｍあり、層を通過す

るまでに約四十秒かかり、吐出量を調整する時間が十分にある
と判断できたことから、当初の添加量が妥当であるとして変更の
対象としなかった。

道路改良工事・深層混合処理工（規格変更） 設計変更とならなかった事例 ⑨

【工事概要】 深層混合処理工 φ1600×２軸、L=12.0～13.7m、Ｎ＝127組
工期H30.8.1 ～H30.11.30

【コメント】
施工条件の変更にあたらなければ、設計変更の対象とならない。

【変更協議の要点（ポイント）】

軟弱層（セメント添加量が多い層）に挟まれた比較的薄い層に
ついて、施工性及びヒューマンエラーの防止の観点から、軟弱層
とみなしてセメント配合量を見直した。
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【経緯と変更結果】

設計図書に示した工事用道路の維持について、沿道環境へ配慮し、受注者が自主的
に敷鉄板を設置した。

受注者が独自判断で実施したため、設計変更とはならなかった。

道路改良工事・仮設工（追加変更） 設計変更とならなかった事例 ⑩

【工事概要】 土工延長 L=5.0ｋm
切盛土量 約4万ｍ3、橋台・橋脚 5基 工期H29.5.9 ～H30.9.30

【コメント】

設計図書に条件明示のない項目において、発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断
して施工を実施した場合は設計変更の対象とならない。

【変更協議の要点（ポイント）】
発注者からの「協議」又は「指示」等の通知がなく、受注者が独自に判断し施工を実施。
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【経緯と変更結果】

コンクリートブロック工は間知ブロックで設計されていた。間知ブロックは熟練職人が必
要な工事であるが、熟練者が不足している状況であった。また工程上の制約があり、大
型のプレキャスト製品による効率化で生産性の向上を図り、工程を短縮したい考えから
大型ブロック積工に変更協議を行ったが、変更は認められなった。

道路工事・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工（工法変更） 設計変更とならなかった事例⑪

【工事概要】 コンクリートブロック工 高さ4m、延長30m、平積100m2

【変更協議の要点（ポイント）】
コンクリートブロック工は間知ブロックで設計されており、施工に際し熟練職人不足問題と

i-Construction生産性向上の考えから、大型ブロック積工に変更協議を行ったが、変更は認め
られなかった。

【コメント】

工事円滑化推進会議（施工条件確認部会、設計
変更検討部会）を活用し、受発注者は相互に十分
理解して協議にあたる必要がある。
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【経緯と変更結果】
施工済橋台工背面の多数アンカー工の施工に於いて、急峻な地形での搬入路の設置は、多大な日数とコストを要する

ことから、背面の盛土材敷均しに使用する機械を大型機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.6m3）から搬入可能な小型機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ0.25m3、
ﾊﾞｯｸﾎｰ0.1m3）による施工を行った。最終の設計変更時に当初設計で積算されていた大型機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ0.6m3）から小
型機械(ﾊﾞｯｸﾎｰ0.25m3、ﾊﾞｯｸﾎｰ0.1m3）に使用機種の変更協議を行ったが、変更が認められなかった。結果、積算金額
と実施工との金額差は直工費で約0.4百万円の損失となった。

工事用道路工事・補強土壁工(使用機械) 設計変更とならなかった事例⑫

【工事概要】 補強土壁工(多数ｱﾝｶｰ工) V=960m3 Ａ２橋台 A=１基 基礎工(深礎工)φ4,000 L=32.0ｍ
工 期 H20.7.11～H21.3.16

【コメント】
・急峻な地形的制約から、大型機械搬入路設置よりも経済的に有利な小型機械による施工を行ったが、施工に先立ち

監督職員との協議が行われておらず、施工者の判断で実施したものであることから、使用機種の変更が認められな
かった事例である。現場条件等の変更により、施工方法が変わる場合は、その都度監督職員と協議を行っておく必要が
ある。

【変更協議の要点(ポイント)】
多数アンカー工の施工に於いて、急峻な地形的制約の中で、背面の盛土材敷均しに使用する施工機械を大型機械（ﾊﾞｯｸ

ﾎｰ0.6m3）から搬入可能な小型機械による施工を行った。最終の設計変更時に当初設計で積算されていた使用機種（ﾊﾞｯｸ
ﾎｰ0.6m3）の変更協議を行った。（施工協議は行っていなかった）
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【経緯と変更結果】

・工事着手後、工事用道路について現地調査のうえ理由を明確にして監督職員と協議を行い敷鉄板や
横断水路の仮桟橋鋼材等が必要となったが、総合評価方式の施工計画に工事用道路設置が記述して
あり、監督職員は敷鉄板及び仮設鋼材の協議・設計変更に応じなかった。

函渠工事・仮設工（技術提案内容） 設計変更とならなかった事例⑬

工事用道路断面 

【工事概要】 土工 １式、函渠工 L=37～44m、仮設工 １式、 工期H19.3.20～H20.3.19

【コメント】
・総合評価方式の施工計画書記述内容は、地質等の現場条件が異なっている場合は監督 職員と受
注者で協議の上、変更することができる。

しかし、現場条件等の変更が無いものは技術提案の履行義務がある。このような事で行き違いが無
いように、発注者は十分な事前調査の上での条件明示、受注者は吟味した技術提案が期待される。

【変更協議の要点（ポイント）】 当該工事の入札前、総合評価方式の施工計画（技術提案）には「工事用
道路設置」について記載されている。ただし、工事用道路の提案の内容に敷鉄板等の詳細な記述はされ
ていなかった。
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橋梁上部工事・共通仮設費（安全費） 設計変更とならなかった事例⑭

【工事概要】 工場製作工（鋼橋上部） G=350ｔ、鋼橋上部架設工 G=350ｔ、床版工 １式、
工期H20.7.31～H21. 9.30

上部工架設に伴い、広範囲にわたる通行規制（通行規制範囲約３km）と、その案内看板設
置（看板設置範囲約５km）が必要。

【コメント】
過去に積み上げ計上した類似事例があり（業者実績、官側実績とも）、共通仮設費（率）に含まれる
内容については、積算基準書に可能な限り詳細に記載すべきと考える。

【変更協議の要点（ポイント）】
通常必要となる安全費の費用以上に安全施設・工

事用案内看板が必要となり、共通仮設費（率）の金額
の他に、その差額分を積上げ計上可能なのか。

【経緯と変更結果】
発注時は、特記仕様書に、交通誘導員の設置条件

と、「道路工事の安全施設設置要領（案）」に基づくこと
を明示。また、公告時に受注希望者の「交通規制費（広報活動費含む）の計上の有無」の質 問に対
して、「共通仮設費（率）で計上済み」と回答。

上記の条件明示と回答及び、積算基準書（共通編）に記載の共通仮設費（率）の条文に基づき、
共通仮設費（率）の範囲と考え、積み上げ計上（設計変更）はしなかった。

業者積算で率分との差額は約３．０百万円。

＜通行規制図＞

P90



【経緯と変更結果】

旧橋床版撤去工事におけるワイヤーブリッジ足場の設置において、
発注者は、橋梁点検車を利用して設置作業を行うことを想定してい
た。

これに対し請負業者は、橋梁点検車は風の影響を受けやすく、天
候によっては工程への悪影響が生じるおそれがあることから、橋梁
側面にブラケット足場を設置することを提案した。

発注者は、仮設の構造計算書を確認した上でこれを承諾したが、
当初から施工条件に変更がないこと、ブラケット足場の設置目的が
施工性の向上を主としており品質向上等への影響がないことから、
任意仮設の範囲内であると判断し設計変更は行わなかった。

橋梁上部工事・床版撤去工（工法変更） 設計変更とならなかった事例⑮

【工事概要】 床版撤去工面積 A=2,125m2、橋面撤去工 一式
工期H27.12.14 ～H28.6.30

【コメント】

受注者は、河川許可条件により施工時期が限られること
から、安定して施工が可能な当該工種を任意施工すること
とした。

施工条件の変更がない任意仮設の施工方法の変更につ
いては、設計変更の対象にはならない。

【変更協議の要点（ポイント）】
橋梁側面へのブラケット足場の追加設置

ブラケット足場設置後状況

ブラケット足場設置後作業状況 P91



【変更協議の要点】

本工事は支障物件および迂回路を伴う工事であった。特記仕様書には、関係機関と協議中であり、
詳細については監督職員から提示すると記載されていた。

橋梁下部工事・協議未了による工程調整 設計変更とならなかった事例⑯

【工事概要】橋 梁 下 部 本線橋台1基 本線橋脚1基 ランプ橋台1基
場所打杭工φ1200mm 21本 既製杭工φ800mm 6本

築堤 ・ 護岸 矢板護岸工1式 鋼管矢板φ600mm201本
舗装迂回路 道路土工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 他
工 期 H20.3.4～H21.5.29

・土木工事条件明示の手引き（案）によれば、「協議の成立時期が見込める場合は成立見込みの時
期や制約内容について明示することとなっている」。本工事において、当初からできうる範囲で条件明
示をして頂ければ、更に円滑な工事進捗を図ることができたと考えられる。

【経緯と検討結果】

本件に関して、受注後、発注者および関係機関と打合せを実施しながら、支障物件の対応について
検討している。対応方法の決定までに時間を要し、工程調整を余儀なくされる結果となっている。

土木工事条件明示の手引き(案)ver.1.2 p.9

【コメント】
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【経緯と変更結果】

橋梁補修工事において、発注者は、河川内にある橋脚の補修に際して橋から吊足場を設置し作業
スペースを確保する計画としていた。

これに対し受注者は、吊足場の代わりに河川水面にフロート式浮足場を設置したいと協議した。

発注者は、フロート式浮足場であっても吊足場と同等以上の安全性や施工性を確保することがで
きることなどを確認し、フロート式浮足場を承認した。

設計変更とはならなかった。

橋梁補修工事・仮設工（工法変更） 設計変更とならなかった事例 ⑰

【工事概要】 橋梁補修工（ひび割れ注入、断面修復、表面含浸） N=1式
工期 H29.7.18～H29.11.30

【コメント】
設計図書に明記されている吊足場においても十分施工は可能であるため、変更対象にはならない。

しかし、潮位の影響により河川水面の変位が大きく、設置位置が固定される吊足場では施工が不可能
な現場条件であれば、施工条件の変更にあたる可能性はある。

【変更協議の要点（ポイント）】
吊足場からフロート式浮足場へ施工方法変更

写真等 図面等
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舗装工事・分割施工（施工効率低下） 設計変更とならなかった事例⑱

【工事概要】 延長 Ｌ＝540ｍ、表層 Ａ＝4,600㎡、基層 Ａ＝2,800㎡
工期 Ｈ20.03.29～Ｈ21.03.30

【コメント】
・先行工事の遅延が契約時点で明らかな場合は、あらかじめその旨を特記仕様書で適切に条件

明示しておく必要がある。
・工事着手後に受注者の責によらない工事遅延等が生じる場合は、発注者は工事の一時中止

の措置をとる必要がある。この場合、受注者から一時中止に伴う増し分費用の請求があった
場合には、「工事一時中止ガイドライン」に基づき協議の上、必要に応じて設計変更の対象と
すること。

【変更協議の要点（ポイント）】
先行工事の遅延があり、全体工程を考え、引き渡してもらえる部分から着手することにした結果、

先行工事の進捗に合わせた分割施工にせざるをえず、日当り作業量が低下してしまった。

【経緯と変更結果】
当初、合意単価の積算条件の変更を理由に単価変更を協議したが、基準書上の積算条件変更

には該当しないことから、設計変更は行わなかった。
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舗装工事・車線切廻し 設計変更とならなかった事例 ⑲

【工事概要】 延長 Ｌ＝820ｍ、アスファルト舗装 Ａ＝14,400㎡
工期 Ｈ20.03.12～Ｈ21.07.10

【コメント】
・契約時点で切廻しなどの仮設計画が適切に立てられるよう、発注者は現場条件を特記仕様

書などの設計図書に条件明示しておく必要がある。
・現場条件などにより仮設工を設計図書により指定仮設とした場合は、変更の対象とすることが

できる。また、共通仮設の場合であっても率によらず、契約数量として積み上げ計上している
ものは変更可能である。

【変更協議の要点（ポイント）】
現道の拡幅舗装工事においては、工事エリアを確保するために車線の切廻しが必要となる。車

線の切廻しにかかる費用は、共通仮設費の率に含まれるが、地元の要望・所轄警察署の指導・他
工事との取合い等、受注者の責任だけどはいえない場合がある。

【経緯と変更結果】
設計照査の時点で５～７回の車線変更が必要であったため協議を行ったが、車線変更の回数

による積算体系とはなっておらず、何回実施しても共通仮設費率は変わらないため、設計変更は
行わなかった。
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【経緯と変更結果】

事前の現地調査において盛土部が長期間に亘り放置され
ていたことにより草木が全面に植生しているため処理する必
要があるとの判断で協議を行った。

これに対し発注者の回答は適正に処理することとし費用に
ついては変更対象とする旨の回答であった。

協議をもとに処理場にて適正に処分を行い処理費につい
ても適正に支払いを行なった。

その後、発注者より草木・表土は産業廃棄物ではないので
処理費用はみれないとの連絡があった。

最終変更時に、協議結果により処分し、費用が発生してい
ると主張したが結果としては、変更対象とはならなかった。

舗装工事・土工（追加変更） 設計変更とならなかった事例 ⑳

【工事概要】 舗装一式工事（L＝450ｍ）
工期 2015.6.16 ～2016.3.30

【コメント】

発注者は受注者から協議があった際は、処理対象物とその方法を正確に把握し回答しなければなら
ない。

【変更協議の要点（ポイント）】
盛土施工部における表土・草木処理費の変更
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【経緯と変更結果】

監督員と生コンクリートの小型割増し、日当たり施工量低下に対する協議を行い施工を行ったが、
一部型枠設置費用等が認められただけで、生コンの小型割増し、施工歩掛り低下に対する変更は
認められなかった。

舗装工事・防草コンクリート工（工法変更） 設計変更とならなかった事例 ㉑

【工事概要】 防草コンクリート工（ｔ＝10ｃｍ）L=5200㎡ 工期：H27.3.27～H27.12.18

【コメント】
当初の打設方法で施工不可能な理由を受発注者間の協議で明らかにする必要がある。

【変更協議の要点（ポイント）】
供用中の2車線国道の施工であり、ガードケーブルも設置されていたことより、小型アジテータ及び小

型バックホウによるコンクリート打設となり、日当たり施工量が低下した。
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【経緯と変更結果】
用地買収、占用工事の遅延及び天候不順などにより工事着手・進捗が大幅に遅れ、一部施工が
冬期施工に係り、三度の大量降雪に見舞われたために除・排雪作業を余儀なくされた工事であっ
た。受注者は、発注者と協議を実施しました。しかし、発注者は、工程通り工事が進捗していれ
ば、除雪費用は発生しないはずであるとの理由で設計変更とはならなかった。

歩道設置工事・仮設工（追加変更） 設計変更とならなかった事例 ㉒

【工事概要】 歩道設置工・現道拡幅工延長 L=700m 工期 H29.3.18 ～H30.3.16

【コメント】

発注者は、用地買収・占用協議期間を考慮し、適切な工期を設定する必要があり、協議の遅延が想定
される場合は、あらかじめその旨を特記仕様書にて条件明示しておく必要がある。

発注者は、現場除雪の必要性を把握し、適切に対応しなければならない。

【変更協議の要点（ポイント）】
冬期施工期間中における歩道設置工事の除雪費用の変更
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【経緯と変更結果】

・受注者は、施工計画に基づき、敷鉄板の設置

計画を検討した。

・受注者は、施工にあたって、発注者に敷鉄板

の設置計画を提示し、ダンプトラック待避所及び

車両返し場所に供する敷鉄板を追加して設置す

ることを協議した。

・発注者は、設置計画を承諾したが、設計変更と

はならなかった。

海岸工事・仮設工（数量変更） 設計変更とならなかった事例 ㉓

【工事概要】 人工リーフL=82m、養浜V=3,600m3 工期H28.3.22 ～H28.10.12
養浜を行うにあたり、工事用道路工として、敷鉄板を砂浜に設置する。

養浜は、「指定部分」として、工事の完成に先だって引渡しを行うと定められている。

【コメント】

・ダンプトラック待避所及び車両返し場所に関して、明確な必要性を受発注者間で協議し、必要と認め

られるものについては、追加する必要がある。

【変更協議の要点（ポイント）】

敷鉄板の設置枚数の変更

敷鉄板の
設置状況
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【経緯と変更結果】

工事用道路施工において、発注者は、工事用道路の横断勾配を考慮し現場打による計画としてい
た。

これに対し受注業者は、二次製品よる施工によりたいと協議した。

発注者は、現場打での施工であっても工期不足とならないこと、二次製品でおいても出来形を満足
することが可能であることや費用増とならないことなどを確認し、材料変更を承認した。

設計変更とはならなかった。

砂防工事・現場打水路工（工法変更） 設計変更とならなかった事例 ㉔

【工事概要】 掘削（砂防）V=5,500m3  埋戻工 V=1,100m3 土砂運搬 V=27,000m3
コンクリート堰堤工 V=2,500m3  仮設工 １式
工期H30.5.7 ～H30.12.7

【コメント】
施工の効率化だけで材料等の変更については、変更対象にはならない。

しかし、現場条件等の変更に伴い、全体工程においてクリティカルになる場合は、施工条件の変更に
あたる可能性はある。

【変更協議の要点（ポイント）】
現場打から二次製品へ材料変更
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【経緯と変更結果】

・受注者は掘削土砂を一旦施工範囲外に運搬を
伴う仮置きし、埋戻し時に積込・運搬・埋戻しを実施
した。

・明確な理由の元、協議が実施されていないこと
及び、施工時における現地状況確認において、運
搬を伴う仮置きの必要性が認められないことから、
発注者は、任意施工の範疇として設計変更の対象
としなかった。

砂防工事・土工（条件変更） 設計変更とならなかった事例 ㉕

【工事概要】 土工 V=2,000m3 工期H29.4 ～ H29.11

【コメント】

やむを得ない場合であっても、協議がなされない
場合は変更対象とならない。

また、施工上やむを得ない条件変更が伴わない
場合は、設計変更の対象とならない。

【変更協議の要点（ポイント）】
砂防土工における掘削・埋戻し時に発生した、運搬を伴う仮置きの取扱い
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【経緯と変更結果】

過去工事より半川締切により本堰堤を施工しているが、測量基準点が今回施工範囲（右岸）でなく
対岸（左岸）にあること、その他定点写真の撮影等で左岸に渡河すること、などの事情より歩道橋を
設置したい旨、設計照査の議題で挙がった。

左岸への通行にあたっては、右岸から渡河でなく左岸側からの進入も可能であることから、設計変
更とはならなかった。

砂防工事・仮設工（変更） 設計変更とならなかった事例 ㉖

【工事概要】 砂防堰堤 作業土工 1式、コンクリート打設 約2,000m3
工期H30.4.26 ～H30.10.4

【コメント】

本現場左岸側に通行は渡河以外にも手段があり、今回は設計変更とはならず、任意（承諾）での歩道
橋設置となった。

【変更協議の要点（ポイント）】
既設仮橋下部工に仮設歩道橋（上部工）を設置。

基準点（左岸側）

施工範囲（右岸側）

仮橋上部工
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